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      令和４年第６回（定例会）吉備中央町議会会議録（３日目） 
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３．会議の区別      定例会 

４．会議の場所      吉備中央町議会議場 

５．出席議員        

   １番  日  名  義  人    ２番  加  藤  高  志 

   ３番  山  本  洋  平    ４番  石  井  壽  富 

   ５番  丸  山  節  夫    ６番  河  上  真 智 子 

   ７番  山  崎     誠    ８番  黒  田  員  米 

   ９番  成  田  賢  一   １０番  渡    順  子 

  １２番  難  波  武  志 

６．欠席議員 

  １１番  西  山  宗  弘 

７．会議録署名議員 

   ５番  丸  山  節  夫    ６番  河  上  真 智 子 

８．議場に出席した議会事務局職員 

  議会事務局長  亀 山 勝 則    書    記  堀   恵 子 

９．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  山 本 雅 則    副  町  長  岡 田   清 

  教  育  長  石 井 孝 典    会計管理者  早 川 順 治 

  総 務 課 長  片 岡 昭 彦    税 務 課 長  山 本 敦 志 

  企 画 課 長  大 樫 隆 志    協働推進課長  中 山   仁 

  住 民 課 長  歳 原 雅 則    福 祉 課 長  奥 野 充 之 

  保 健 課 長  塚 田 恵 子    子育て推進課長  根 本 喜代香 

  農 林 課 長  山 口 文 亮    建 設 課 長  大 月   豊 

  水 道 課 長  古 好 広 徳    教委事務局長  大 月 道 広 

  定住促進課主幹（班長）  戸 田 健 治 

１０．議事日程        
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   日程第１         会議録署名議員の指名について 

   日程第２         一般質問 

   日程第３ 報告第１１号  請願審査報告について 

   日程第４ 報告第１２号  陳情審査報告について 

１１．会議に付した議案の題目及びその結果 

           一般質問 

   報告第１１号  請願審査報告について               趣旨採択 

   報告第１２号  陳情審査報告について               趣旨採択 
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            午前 ９時３０分  開 議 

○議長（難波武志君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１１名です。１１番、西山宗弘君が所用のため欠席です。また、

荒谷定住促進課長が所用により欠席のため、戸田班長の代理出席を認めていますので、お

知らせします。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、５番、丸

山節夫君、６番、河上真智子君を指名します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 質問時間は、一括質問、一問一答質問、いずれも３０分以内とします。残り時間は、

３分前にベルを鳴らしてお知らせします。なお、一括質問につきましては、再々質問まで

となっています。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 ８番、黒田です。議長の許可を得ましたので、通告書の順番に従いまして、今回は大き

く４項目の質問をさせていただきたいと思います。 

 では、まず最初に、今回、デジタル田園健康特区についてお尋ねをしたいと思います。 

 今回は都合上、デジタル田園というふうな表現でこの質問をさせていただきたいと思い

ますけれども、さて、いよいよデジタル田園が本格的に動き始め、今回の定例会において

も、多くの同僚議員がそれぞれ質問をしております。このことは、当然、我が町にとって

とても重要であり、大きな事業であり、そして町民皆さんの関心が高い事業であること

の、このあかしではないかなと思っています。 

 そこで、まず最初に、このデジタル田園を積極的に推進していくために、吉備中央町と
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してはどのような体制づくりあるいは組織づくりを現在行なっているのか、このあたりを

まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 それでは、８番、黒田員米議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 どのような体制づくり、組織づくりかについてでございますが、現在、デジタル田園都

市国家構想の事業の推進に当たっては、産官学金等で構成する吉備中央町デジタル田園都

市推進協議会を設立しております。本協議会の構成といたしましては、町、議会、商工

会、岡山大学や民間事業者等、約４０団体が参画をしております。また、今年度の事業を

実施している団体として、有限責任事業組合インクルーシブスクエアがございます。 

 なお、本町には、吉備高原都市を中心としてスタートアップ企業を支援する一般社団法

人吉備高原オープンイノベーション協会という団体もございますので、こうした団体等と

も、今後、連携できる部分は協力しながら事業を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 先ほどの説明で、吉備中央町デジタル田園都市推進協議会と、それからインクルーシブ

スクエア、これが多分事業実施者となるんだと私は思うんですけども、その説明がありま

すけれども、ちなみに推進協議会と事業実施者、これの関係性、これはどういうふうな形

になっているのか、そこをまず、また教えてやってください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 御質問にお答えいたします。 

 交付金事業の観点で申し上げますと、協議会は発注者、事業を実施しております有限責

任事業組合インクルーシブスクエアは受注者の関係でございます。 

○議長（難波武志君） 
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 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 大きくは、発注者と受注者というようなお話でありました。 

 そのときに、今回このデジタル田園、これはもう国の予算の中で動いていくわけであり

ますけど、国の予算、言うなれば公費であり、税金であろうかと思います。税金がもうほ

とんどだと思われるんですけど、今の各組織が、２つの組織が活動するに当たっての、そ

の原資となるお金、これが多分今の話では、公費ではないかと思うんですけども、逆に、

この組織にほかの民間さんから資金投入というのは、考えられることなのかどうかという

のを教えていただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今年度の事業につきましては、国の交付金事業の採択を受けておりますので、この交付

金が事業の原資となっております。 

 なお、今後事業を実装していく上で持続可能な取組となるよう、民間事業者と一緒に支

えていく仕組みづくりが必要ではないかというふうには思っておるところです。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 取りあえず、スタートのときについては、国の予算がもう原資ということで理解をしま

した。 

 そのときに、私が心配というか、気になるのは、今年もそれこそオリンピック組織委員

会の関係等々で、公共性が高い組織、ここの皆さん方は、ある種のみなし公務員という形

になって、収賄とか贈賄とかいろんな形で今、世間をにぎわしているわけなんですけど

も、こと今回のデジタル田園に関する各組織、その組織の身分といえばいいのかどうか分

かりませんけれども、今のような、オリンピック組織委員会のようなみなし公務員に当た

るのか、いやいやこれは全くの民間の立場ですというふうな形になるのか、そのあたりを

教えていただくのと、あわせて、さっき課長言われたように、公費が入るとなると、当然

会計検査院の検査対象に多分なるんだと思いますけれども、なるとすればどこが受検対象
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の窓口となっていくのか、そのあたりをお知らせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 御質問にお答えいたします。 

 本協議会、また有限責任事業組合インクルーシブスクエアにつきましては、みなし公務

員には当たらないというふうに考えております。また、国の会計検査につきましては、町

が受検することとなりますが、より詳細な事業の内容等を求められることも考えられます

ので、その場合には事業者等の同席も、求めることもあろうかというふうには思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 主には、みなし公務員ではないということで、言葉を翻せば民間の団体、組織であると

いうことを確認したところです。 

 それでは、次に今回のこのデジタル田園に対して、さっきから何遍も言っていますが、

国から多額の予算がついてくると思われます。それは、我々としては期待するとこなんで

すけれども、まず国からの事業費、これは吉備中央町の通帳へ下りてきて、そこからどう

いうふうな流れで事業を実施している皆さん方のところへ支払っていくのか、その流れを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 事業費の流れについての御質問ですが、本事業の交付金の申請団体は吉備中央町であり

ますので、交付金は町の会計に入ります。町は、協議会に対して委託契約もしくは補助金

交付をいたします。協議会は、公募によるプロポーザル方式により、受注者である有限責

任事業組合インクルーシブスクエアを選定をいたしました。よって、交付金を含む事業費
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は、最終的には実績に基づいてになりますが、組合に支払うことになります。事業費はこ

のような流れとなっております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 町の会計を通って、それぞれ支払っていくというお話でありました。 

 そのときに、例えば仮に１億円の事業費が来ていたとして、それが実績を確認したら

８，０００万円ぐらいしかできていなかったとしたときに、残りの２，０００万円ってい

うのはどういうふうな形になるのか。続けて、その団体が追加の何か事業をするのか、あ

るいはもう、そのまま２，０００万円についてはその年に国庫のほうへ返金をするのか、

そのあたりをお知らせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 事業については、実績に基づいてということになりますので、もしそこで交付金のほう

が余れば、そちらは国のほうに返還するということにはなろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 使えなかった部分については、国庫へまた一応戻すということで理解をしたところで

す。分かりました。 

 では、逆に本年度の事業はもう確定しているわけなんですけども、例えば来年度以降の

事業をするに当たっては、当然予算要求をするようになろうかと思いますけれども、その

金額の算出根拠である事業計画が、こういうことをやりたい、こういうことをやっていこ

う、それについてはどこが主体で、地域の実情、あるいは町の、吉備中央町の思いってい

うのを考慮しながらつくっていくのか、どの団体がやっていくのかというのを教えていた

だければと思います。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 基本的には、国に提出する実施計画については、町が主体となり作成をすることとなり

ます。 

 なお、本交付金の全体設計を行なっていただいておりますアーキテクトという方もおら

れますので、そういう方の支援もいただきながら作成を行うことになりますが、その部分

で地域の実情等を考慮しながら、町のほうとして実施計画のほうの作成を行うことになり

ます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 若干といったらなんですけど、町の要望とか住民の要望っていうのは、来年度の予算要

求の中にはある程度反映していけるというふうに理解したとこでありますけれども、では

次に今の町の行政、吉備中央町と、今の推進協議会さんと、それから事業実施者さん、こ

の３つのそれぞれの関わり方、これは今後どのようになっていくのかをお尋ねします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 まず、町行政、それから推進協議会、事業実施者である組合、この３者全てが、町が構

成されておりますので、関係性が分かりにくいというところもあろうかと思われます。 

 まず、町でございますが、事業実施主体及び事業運営体制の責任者であります。協議会

は、事業の諮問機関及び運営監督機関でございます。実施者の組合は、事業の受注者でご

ざいます。 

 なお、この組合には１１月に町が加入したため、組合の中で各企業の監視、監督は町が

担うことになります。このことを踏まえますと、協議会は町の諮問機関を担うことが想定

されていますので、事業の提案内容を協議会の総会でお諮りし、承認を得るなど意思決定
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の場としても役割を担っております。協議会と組合の関係は発注者と受注者の関係であ

り、協議会は受注者の監督機関でもあります。したがいまして、町としましては、協議会

会員として外部から、組合員として内部からも私企業を監督し、公正、中立性を確保する

ことを目的として関わっております。 

 以上になります。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今の説明であれば、町の監督が結局一番上という形で、それぞれの組織をこれからいろ

んな形で見ていくというふうに理解したとこであります。分かりにくい組織であり、部分

であるので、このあたりは、我々議会もよくまだ分かっていないので、ぜひ分かりやすい

形で今後進めていただきたいと思います。もちろん、町民の皆さん方はもっと分からない

と思いますんで、丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

 そのときに、例えば今後、今、例でいけば新山地区で実証実験をしていますけども、マ

イクロＥＶ、ああいう事業が、こういうとこを工夫してほしいとか、こういうとこを改善

してほしいとか、そういった内容を吉備中央町として、あるいは地域の利用者の住民とし

ての要望、これをどのような形で組織のほうへ吸い上げていって、実際に改善等々のそう

いうものにつなげていけるか、反映、これができるのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 事業の反映等についてですが、吉備高原都市スーパーシティ構想の検討段階では、住民

の皆様に対しましてアンケートを実施し、課題の分析をいたしました。この課題解決を図

ることとして規制改革の提案をいたしましたところ、本特区に指定をされたという経緯が

ございます。本事業、本年度実施しております事業におきましても、先般、町民の皆様へ

アンケート調査を実施いたしました。今回のアンケートの目的は、よりよいサービスの向

上を目的として行なっております。 

 町といたしましては、アンケートのみでは要望の把握が難しい面もあろうかと思ってお

りますので、町民の皆様の御意見等をお聞きするため、議員の皆様にも御協力をいただき
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ながら要望の把握に努め、事業の反映につなげていきたいというふうに考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 このあたりは、ぜひ丁寧な形で皆さん方の要望あるいは希望、そのあたりの吸い上げを

お願いしたいと思います。さっきのアンケート、アンケートも有効ではあるとは思います

けれども、対面式等々での聞き取りのほうがいろんなことをお話、聞かせていただけるか

と思いますので、そういったことも取り組みながら、そして今の時代に合わせれば、イン

ターネットを使った意見聴取であるとか、そういったことも今後、検討していただければ

と思います。我々議会としても、そのあたりは協力はしていきたいと思いますんで、ぜひ

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 では、この大きい質問の一番最後になりますけれども、今日は全体像をつかむためにお

話を聞かせてもらっているわけなんですけれども、最終的に今までいろいろと聞いてきた

中で、最後の最後に尋ねるようになるんですが、今後、このデジタル田園健康特区事業、

これと我々議会としての関わり方、今度は。これは、今後どのような形になっていくの

か、このあたりをお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 本特区事業への議会の関わり方でございますが、予算計上や議案に係る案件が発生しま

したら、申し上げるまでもなく、審議、議決権がございます。また、本事業の諮問機関及

び運営監督機関であるデジタル田園都市推進協議会会員として、議会を代表して議長さ

ん、それから監査部門において監査委員さんとして、議会の方にも参画をいただいており

ます。 

 なお、今後、今年度進めております事業等につきましては、議会全員協議会や常任委員

会などの場をお借りいたしまして、進捗状況等を御報告させていただいておりますので、

これからも継続して、これまで同様に、丁寧に議会の皆様にも御意見等をいただきながら

進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 議会としても、どういう形かというのが今聞かせてもらって、議長が代表として会のほ

うへ参加するので、そちらのほうへ意見は回していけるというのは確認できたところで

す。それはもう大切なことであり、ぜひ議会の声も聞いてほしいというのがまず一つある

んですけども、そのためには、さっき課長が言われたように、ぜひ我々議会のほうへも

折々の状況、それから情報、もう本当小さなことでも構いませんので、常々出していただ

いて、議会で言ようるけどやかましいけん放っときゃええがなということは多分ないとは

思うんですけど、そういうことにならないように、それから逆に言やあ、議会のほうが、

いやいや、あれは教えてくれなんだけん、おかしいよなというような逆の立場にならない

ように、そのあたり、ぜひ情報をきちんと我々のほうにも示していただきたいなと。決し

て、議会としてこの事業もうどがんしてもやめさせたいと。そがんことはもう全く思って

いませんし、逆にぜひ進めてほしい。そのために、我々も理解するために情報が欲しいと

いうことで、そのあたり、町長にこっとされよんですけど、いかがですか。ぜひ、最後に

御見識を。 

○議長（難波武志君） 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 今までも、これからも、特に議会とは同じような思いを持って、大きな事業でございま

す。町がいかに変わるか、町民が少しでも楽になるかというような事業でございますの

で、丁寧に共有して情報を今後進めていきたいと思います。もう両輪で、一致団結してお

願いします。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 ぜひ、両輪が同じ方向を向けるように、決して右と左へ行かんように、よろしくお願い

をしたいと思います。 

 では、引き続き、大きい質問の２番に入ってまいりたいと思います。 

 今回、ＡＥＤのことで、これは提案になりますけども、ＡＥＤの今ボックスがあるんで
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すけれども、その中へ女性のプライバシーの保護や止血とか、それから患部固定に利用で

きる三角巾を同時に配備すべきではないかということで、提案であり、お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ＡＥＤにつきましては、効果が高いことはもう皆さん方も御承知のとおりかと思いま

す。しかしながら、ＡＥＤをつける、使用する場合には、衣類を取り除き、胸をはだけて

電極パットを肌に直接貼る行為があるため、倒れている方、傷病者、この方が特に女性の

場合は、使用をためらう方も多いことが今、日本全国で課題になっています。 

 そこで、ＡＥＤの収納箱に女性のプライバシー保護や止血あるいは患部固定に利用でき

る三角巾、これをせめて２枚ずつ配備をすることが今後の救命率の向上にもつながってい

くのではないかと考えますが、執行部側の御見解を、御回答をお願いしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 塚田保健課長。 

○保健課長（塚田恵子君） 

 ８番、黒田員米議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど黒田議員もおっしゃられましたが、ＡＥＤを使用する場面での救命活動は、一分

一秒を争います。一瞬の迷いやためらいが傷病者の予後を左右してしまいます。 

 ＡＥＤを使用する際、素肌に直接ＡＥＤのパッドを装着できれば服を全て脱がせる必要

はなく、下着をずらして貼ることで対応できます。しかし、このような女性に配慮したＡ

ＥＤの使用方法が、一般の人には十分に浸透していないと思われます。また、パッドを貼

った後、その上から服などをかけて肌を隠すようにしてもＡＥＤの機能に影響はありませ

んので、女性の傷病者への配慮として、パッドを貼った後に、上半身に上着やタオル等を

かけてあげることも一案です。その際、議員の御提案のとおり、三角巾を設置しておくこ

とですぐに使用でき、止血や患部を固定するためにも利用できると考えます。 

 今後は、女性に配慮したＡＥＤの使用方法があることを広く周知するとともに、性別に

関係なくＡＥＤを使用できるよう、さらにＡＥＤの使用に対する心理的な抵抗感を軽減で

きますよう、三角巾の配備について検討してまいりたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 
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 今、課長のほうから説明をいただきましたけども、最終的には検討していきたいという

ようなお話でありましたけど、これは実施をしていただけますか。そのあたりを、ぜひ最

後に回答していただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 塚田保健課長。 

○保健課長（塚田恵子君） 

 来年度、配備に向けて準備を進めたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 非常に前向きな答弁をありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 では、次に、過去に同僚議員も質問いたしましたけれども、ＡＥＤの適正配置について

お尋ねしたいと思います。私自身もこれ、平成２１年１２月、今から１３年前になるんで

す。そのときにもこの適正配置、質問をさせていただきました。ちなみに、そのときの執

行部の回答としては、ＡＥＤは催しや人が多く集まる場所に設置するものと思っている。

したがって、偏った配置になってもやむを得ない。不足の場合は今後よく検討して対応と

の回答でありました、当時は。ただ、さっきも言いましたように、これはもう、今１３年

たちまして、世の中の社会情勢も大きく変わっています。さらに、町長としては、もう

今、誰一人取り残さないという、この言葉を強くおっしゃっている中で、吉備中央町とし

てこの適正配置、どのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 ８番、黒田員米議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 ＡＥＤの設置状況でございますが、現在、町の関係施設、各庁舎、小・中学校、公民

館、保育園等、町内３４か所に３５台のほう、設置をしております。このほかにも、郵便

局、病院、介護福祉施設、企業等にも設置しております。また、自治組織等で購入し、地
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域の集会所に設置している地域のほうもございます。 

 そうした中で令和２年度からは、施設に設置する以外にも、町内の各行事等へのＡＥＤ

の貸出しも行なっている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今、総務課長の説明がありましたけども、確かに３４か所で３５基そろっているんで

す、現実には。ただ、これは当時、１３年前も私言いましたけれども、置き場所が特定さ

れてくるんです。特に、今、この賀陽庁舎がある周りなら賀陽庁舎であり、公民館であ

り、それからロマン高原会館であり、社協であり、けれどもこれが、じゃ、千守にあるか

というたら千守はないわけです。それから、もっと向こうへ行ったら、尾原を越えたら新

山のあそこにあります。けれども、じゃ、そこから粟井谷にあるかというたらない。ここ

が、私はネックになっていると思うんです。 

 この適正配置においては、実は日本救急医療財団というところがＡＥＤの適正配置に対

するガイドラインというのを出しています。これ、平成３０年ですけども、これは設置が

推奨される施設、場所として、公共施設と並びにいろんなとこが書いてあるんですけど、

その中の一つに島嶼部、山間地域などの遠隔地、過疎地、山岳地域などで救急や医療の提

供までに時間を要する場所というふうなことが明記されているわけなんです。ぜひ、その

あたりを含みおきながら、医療機関あるいは救急が到達するまでに時間がかかるところに

こういったものが必要ではないかと私は考えますので、それが私は適正配置だと思うんで

す。人が多いところへ置いとくっていうのは、それは誰一人取り残さないというとこから

ずれるじゃないかと私は思います。ですから、ぜひ、これをほんなら一遍にどんどんどん

どん入れてくれっていう話ではありません。せめて年に１つでも、あるいは２つでも、順

次、物を増やしていってそういう地域の中へ設置していく。こういうお考えはないかどう

か、お尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 
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 確かに、議員おっしゃられますように、今は人が多いところを中心に置かせていただい

ていますが、山間部、人が少ないところも大変重要であるとは認識しております。しかし

ながら、現在のところ、予算的にも、１つのＡＥＤも大変高価なものでありまして、なか

なかまだ設置のほうが進んでない状況でもあります。 

 心肺停止などにおけます緊急的な措置としては、非常にＡＥＤは役に立つ装置であると

いうふうには、町としても認識をしております。全国各地におきましても、それにより多

くの命が助かっているとは思いますし、町内においても多くの場所への配置は、必要性は

先ほど申しましたように感じております。予算のほうが大変高いものでございますので、

予算を定期的に計上しながら、満足する、多くの場所への設置のほうを今後検討していき

たいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 多分、予算のことを言われると思いましたんで、予測していましたんで、ちょっとだけ

提案の話なんですけども、例えば岡山県の中でも各自治体、多分このＡＥＤには苦慮して

いるんだと思います、値段が高いので。そのあたりを考えると、同様な自治体がＡＥＤを

みんなで一遍に、一緒に買おうじゃないか。世で言う共同購入、そういったことである程

度値段を下げていくっていうことは、これは可能性があるんじゃないかと思います。とす

れば、ぜひ、まずは町長のほうで町村会の中ででも提案をしていただいて、ぜひ一緒に皆

買いませんかと、それで入札しませんかということを提案をしていただきたいと思います

けど、このあたりいかがでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 まさしく議員言われたとおり、共同購入、大事でございます。これ、もう実は私も何回

か町村会でも言いました。それよりも、もっと安いのが日赤なんです。日赤は安いんで

す。しかし、日赤からの購入はかないませんでした。その辺のあたりをもう少し強く、逆

に町村会から日赤に対してそこから回してもらうとかということも、再度、また働きかけ

たいと思います。 
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○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 日赤さんのほうの、私も若干関係していますんで、日赤価格というのがどうもあるよう

ですから、そのあたりはぜひ行政手腕を発揮していただいて、安い形で入れていただきた

いと思います。 

 もう一つ提案なんですけれども、これ、さっきのようにまだ遠いところしか置いてない

とすれば、例えば置いている設置場所に日常、職員が常駐、仮にしているのであれば、緊

急時にはその職員がせめて途中までは持ってきてくれる。あるいは、その人がＡＥＤの使

い方を訓練を受けているんであれば、そのまま持ってきてくださって実際に使っていただ

く。こういったことを検討してもらうことはどうでしょうか。提案になりますけども、お

考えをお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 確かに、そこの場所に誰かが持っていけば、当然早く対応ができると思います、その情

報をどういうふうな形で連携していくかは別として、そういうふうな形が取れるところは

取っていけるように、検討していければと思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 住民の皆さん方の大切な命を守るため、これはもうあらゆる可能な方法はぜひ実践して

みて、皆さん方の命を守っていただきたいと思います。 

 では、次に３番目の大きい質問としまして、過去に質問させていただいた部分の進捗状

況についてお尋ねをしたいと思います。 

 まず最初に、防災士の組織化についてお尋ねしたいと思います。 

 これについては、過去に組織化については、執行部のほうは必要と思われると、前向き

に検討するというふうな回答でありましたけども、現在の進捗状況をお尋ねしたいと思い
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ます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 防災士の組織化と活用についてという、現在の進捗状況ということでございますが、日

本防災士機構から提供されました防災士名簿の情報によりますと、本町に住所を置く防災

士の方は１０月末時点で４５人おられます。現在、この方たちを対象とした意見交換会の

ほうを１２月２０日に開催する予定としております。意見交換会では、防災士として今後

どのような活動ができるかなどを話し合っていただくよう、予定をしております。町とい

たしましては、防災士の方の意見を取り入れ、防災士の組織化も含めた活動しやすい環境

の整備のほうを行なっていきたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 ただいまの説明では、防災士の皆さん方が、取りあえず町の予算で育成された方が

４５名というふうにお聞きしました。１２月２０日に会議を開くというふうな形なんです

けれども、そのときに話し合っていただきたいというふうな課長の話でありましたけど

も、これは防災士の育成事業に、多分３年ほど前からですか、始まったとき、そのときに

行政の考えというのは、防災士の皆さんで今後の在り方を考えてくださいという趣旨でこ

の事業は始まったのかどうか、このあたりをお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 ただいまの質問ですけど、防災士の取得者のほうがその当時は少なかって、災害時だっ

たり防災訓練などに取り組む活動を行うにも、ある程度人数がそろってから組織化という

ふうなことでありました。組織化を図っていくためには、防災士からもですけど、行政の

ほうがある程度設立、そちらのほうへ向かって誘導していく必要があろうかというふうに

は思っております。しかし、反面、防災士の方からの自発的な会を作っていこう、あるい
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はみんなで防災意識を共有していこうというふうな、機運の盛り上がりも期待するところ

でもあります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 自主的な活動というのは、もうこれは当然やっていかなければいけないと思います。た

だ、その一番根底にある部分、行政が１人当たり６万円をかけてこの防災士というものを

育ててきた。その一番根底にある部分はきちんと今の皆さん方へ伝えていかないと、何を

やってもらいたいから育成をしたんだと、このあたりをきちんと説明した中で、じゃ、防

災士の皆さん方がそれに協力してこういうことをやっていこうと。このステップを踏んで

いかないと、全部お任せに、あなた方でやってくださいねっていうふうに感じ得るわけで

す。ぜひ、そのあたりを考慮しながら考えていただきたいと思います。 

 もう一つお尋ねしますけれども、４５名の民間の防災士が今生まれてきています。それ

から、個別に取られた方を入れると多分５０名近くがいらっしゃるんじゃないかと思いま

すけれども、そのときに今の職員の中で防災士の資格を取られた方っていうのは、現状で

何人いらっしゃいますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 まず、町の予算で取られた方は３１名でございます。 

 御質問の、町の職員の中に防災士はおられますかということですけど、現在、町の職員

の中には、防災士を取得した人はいません。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 そのあたりが、我々、私とすれば寂しいなと思うところです。ぜひ、行政の中にも防災

士をそろえて、そのあたりもリーダーシップを取りながら、逆に言えば、行政と民間さん



- 19 - 

をつなぐ役をしながらやっていただきたいと思いますんで、職員の中にも防災士を今後育

てていく、この考えがあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 町の職員につきましては、大雨であったり台風、地震等の警報以上の災害が発生した場

合には、町の警戒本部のほうが設置され、また条件に応じまして全職員を招集する特別警

戒本部のほうが設置され、特別警戒態勢のほうに入ります。そのため、有事の際にはそち

らの公務のほうが優先となります。しかしながら、職員が防災士でなくても、平時におけ

る防災活動につきましては、防災士と連携した啓発活動などの実施のほうは可能かという

ふうに思います。今後、職員におきましても、防災活動の研修等の実施をしながら、そう

いうふうな形での何かの形で職員も関われるような体制を取っていければというふうに思

います。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 有事の際は当然、無理だと思います。私が言っているのは、もう平時です。平時のとき

に、民間の住民の皆さん方のボランティアの防災士と同じ立場になれる職員のボランティ

アの防災士、これが、条件が一緒になってやっぱりやらないと、片やは給料が出ながらや

る。片やはボランティアであるじゃなくって、お互いにボランティア同士で吉備中央町の

ために頑張ろうよっていう、その意識の醸造をするためには職員の中にも必要ではないで

すかっていうことですので、ぜひ、このあたりは今後検討をしていただきたいと思いま

す。 

 では、次に、時間がないので駆け足で行きたいと思います。 

 次に、成年後見の育成についてお尋ねしたいと思います。 

 権利擁護センターの設立、これはもうしていただいたんですけど、その後の進捗状況に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 



- 20 - 

 奥野福祉課長。 

○福祉課長（奥野充之君） 

 ８番、黒田員米議員の御質問にお答えします。 

 町民後見人の育成についての御質問ですが、まず町民後見人とは、認知症や障害などに

より判断能力が不十分となった人の財産や権利を守る成年後見制度の利用者を地域で支え

るため、決められた専門研修を受講し、吉備中央町において登録された方のことを言いま

す。 

 さて、町民後見人の育成状況ですが、地域の身近な存在である方に町民後見人として活

躍していただきたく、民生委員や福祉施設職員等に声かけを行なってきた結果、県主催の

市民後見人養成講座を２名の方が受講されました。また、過去には、この養成講座を受講

された方が４名おられます。来年１月には、昨年受講された２名を含め、町主催の後期町

民後見人養成講座を予定しているところでございます。この後期研修終了後は、町民後見

人として名簿に登録され、社会福祉協議会の法人後見支援員として経験を積んでいただく

こととなります。 

 なお、その前段階として、昨年受講された２名の方は、現在、社会福祉協議会の職員と

一緒に支援活動を行なっていただいております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 ６名の方が可能性があるというふうに理解したところです。 

 ごめんなさい。さっき聞き取れなかったんですけども、今の最終的な町のほうの研修、

これは来年と言われたんですか。後で答えてください。 

 それと、これは多分フォローアップ研修と呼ばれるものだと思うんですけれども、これ

は各自治体でやり方が違うのか、個々なのか、それから誰がどのような内容でこのフォロ

ーアップ研修っていうのはやって、あなたは成年後見として認められますよっていう判断

をされるのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 奥野福祉課長。 

○福祉課長（奥野充之君） 
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 御質問にお答えします。 

 まず、町の後期研修でございますけども、来年１月を予定しております。 

 そして、各自治体でそれぞれのフォローアップ研修を行なっておるわけですけども、そ

の内容についての御質問でございますが、このフォローアップ研修といいますのは、各市

町村によってそれぞれのようでございます。吉備中央町は、国が示しております市民後見

養成のための基本カリキュラムに基づきながら、町の地域福祉の実際について研修を行わ

せていただくこととしております。 

 それから、そのフォローアップ研修は誰がどのような形で行うのかというところでござ

いますが、町が行うフォローアップ研修は、町、それから社会福祉協議会、町内福祉事業

所、障害者施設等と連携を行うなどして行うこととしております。具体的な内容としまし

ては、町の現状としての社会福祉、障害者福祉、高齢者福祉など、福祉業務全般について

福祉課の各担当者が説明を行わせていただきます。また、社会福祉協議会からは法人後見

業務と支援員について、高齢者施設、障害者施設からは実際の現場での対応等について、

担当から説明をさせていただき、研修は１日で終了する予定となっております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 この成年後見については、今後需要が見込められると言っちゃいけんのんですけども、

増えてくる可能性がありますので、ぜひ早急に後見人の育成を図っていただきたいと思い

ます。 

 では、次に障害者手帳未保有者へ対しての補聴器購入助成について、これについての現

在の進捗状況をお尋ねしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 奥野福祉課長。 

○福祉課長（奥野充之君） 

 御質問にお答えします。 

 障害者手帳未保有者への補聴器購入補助につきましては、前年の１２月議会で一般質問

をお受けした後、対象となる年齢や所得、助成額などの要件を他の市町村の状況も踏まえ

検討してまいりました。現在、対象要件や助成額についてもほぼ固まり、新年度当初から
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の実施に向け、準備を進めております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 新年度予算に計上していただけるような向きに動いているということで、安堵したとこ

ろです。耳が聞こえないということは、どうしても孤独感になってきて、最終的には認知

症に進んでいくっていう、そういう要件ありますんで、ぜひ積極的にこのあたりは多くの

人に使っていただけるような、そういった条例になるのかな、それにしていただきたいと

思います。 

 では、次に介護保険未利用者への対応につきまして、その進捗状況をお尋ねしたいと思

います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 奥野福祉課長。 

○福祉課長（奥野充之君） 

 介護保険未利用者への対応につきましては、６月議会の答弁の繰り返しとなりますが、

町といたしましては、高齢になっても介護保険を利用することなく元気でお過ごしの方に

対して、感謝の意を伝えたいという思いを強く持っています。一方で、介護保険制度の利

用を控えることで予防の時機を逸し、重度化に向かうというのは、あってはならないこと

です。家事や身支度など日常生活に支障が必要となった場合、時機を逃さず専門家による

適正な指導、生活習慣の改善などを図り、介護の重度化を遅らせることで、少しでも長く

住み慣れた地域で暮らしていただくことが重要であると考えています。 

 このような両面を考慮し、高齢者の介護保険未利用者の顕彰につきまして検討しており

ますが、いまだ結論には至っていません。引き続き、他の自治体の情報なども積極的に調

査し、検討を続けたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 この件については、半年たちましたけども、あまり進捗がないというふうに理解をした

ところです。 



- 23 - 

 ６月のときにも私申し上げましたけれども、これは顕彰、よく頑張ってくださいました

っていう感謝状的なものでもいいんじゃないんですかって当時言いましたけれども、その

ことが介護保険を使わないというほうに動くのかっていうのが、私の中で理解ができない

わけです。感謝状がもらいたいから介護保険を私は必要になっても使いません。これはあ

まり考えにくいんですけども、そのあたり、ここで言っても時間がないので、ぜひ、皆さ

ん方の希望も聞きながら、もう少し前に進めていただきたいと思います。 

 では、最後に４番目としまして、企業版ふるさと納税についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 私は今回、デジタル田園健康特区に指定された今の時期、この時期が企業版ふるさと納

税を企業の皆さん方にＰＲがする適期だと思っています。この企業版ふるさと納税につい

て、その概略と寄附してくださった企業側のメリット、このあたりをぜひ教えていただき

たいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、黒田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企

業が寄附をしていただいた場合に、法人関係税から税額控除する仕組みとなっておりま

す。企業側のメリットといたしましては、法人関係税が最大で寄附額の約９割軽減される

ほか、企業のＰＲ効果、社会的貢献、地域資源を生かした新規事業の展開などが挙げられ

ます。吉備中央町では、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地域再生計画が国から

認可を受けているところでございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今、メリットのほうを教えていただいたわけなんですけれども、吉備中央町では企業版

ふるさと納税、これが創設されて以来、現在までで結構なんですけども、その件数であっ

たり、例えば金額の推移、このあたりを教えていただければと思います。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、質問にお答えします。 

 これまでに日本版ＤＭＯを中心とした滞在型観光地域づくり、また持続的なイノベーシ

ョン創出を実現するまちづくり事業、町の将来を担う子供を増やす事業の３事業に対して

御寄附をいただいているところでございます。 

 まず、日本版ＤＭＯを中心とした滞在型観光地域づくり事業につきましては、平成

２９年度から令和元年度まで各年度１件７０万円。持続的可能なイノベーション創出を実

現するまちづくり事業につきましては、令和元年度に１件１０万円、令和２年度に１件

１０万円、令和３年度に２件で１１０万円。また、町の将来を担う子供を増やす事業に対

しましては、令和４年度に１件１００万円の御寄附をいただいております。合計にいたし

ますと、平成２９年度から現在までに合計８件で４４０万円となっております。 

 説明は以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今の状況を聞かせていただくに当たっても、だんだん尻上がりに件数が増えてきていた

り、金額が増えたり、このあたりは吉備中央町が今いろんな形で表へ出ているから、頑張

っている吉備中央町に寄附をしようというふうに思ってくださっているんだと思いますん

で、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。 

 その中で、企業版ふるさと納税の中にはお金での寄附だけではなくてですね、人材派遣

型の寄附もあるというふうに聞きますけども、この内容についてお知らせいただきたいと

思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、御質問にお答えします。 
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 人材派遣型の企業版ふるさと納税とは、従来の企業版ふるさと納税の仕組みを活用し、

寄附による金銭的な支援のみならず、専門的知識やノウハウを有する人材を寄附を行う企

業から地方公共団体等へ派遣するものでございます。地方公共団体のメリットといたしま

しては、専門的知識、ノウハウを有する人材が寄附活用事業プロジェクトに従事すること

で、地方創生の取組をより一層充実強化することができるとともに、実質的に人件費を負

担することなく人材を受け入れることができる点や、関係人口の創出、拡大にも期待でき

るところでございます。また、企業側のメリットといたしましては、派遣した人材の人件

費相当額を含む事業費への寄附により、当該経費の最大９割に相当する税の軽減を受ける

ことができます。また、寄附の金銭的な支援のみならず、事業の企画、実施に派遣人材が

参画し、企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすくなるとともに、人材育成の機会

として活用することができる点でございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 お金ではなくて、人材を派遣してもらうという御寄附、これも私は今、吉備中央町が先

ほどからずっと出てくるデジタル田園を受けた中で、今後、いろんな動きが我が町の中に

も出てくると思います。それに応じた人材を、ぜひこういったふるさと納税の中から引っ

張ってこれれば、我々の町にとっては大きな武器になるんじゃないかなと思いますので、

このあたりもぜひ視野に入れながら模索をしていただきたいと思います。 

 では、次に、今の吉備中央町として、今現在、各企業さんへの企業版ふるさと納税の働

きかけ、これはどういうふうな取組を行なっているのか、現状のほうを教えていただきた

いと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、御質問にお答えいたします。 

 先ほど言いましたような地域再生計画に掲げた事業内容を内閣府総合サイト及び町公式

ホームページを通じて広く発信をしており、取組に御賛同、御寄附いただける企業様への
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ＰＲを行なっております。また、企業様と直接お会いする際には、随時ＰＲのほうを行な

っておりまして、現在も、興味を示していただいている業者の方も複数おられるというこ

とを聞いております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今、担当課としても、いろんな形で各企業さんのほうへも働きかけは、やっておられる

というふうに取ったところであります。それを踏まえながら、これからのふるさと納税、

これをどのようにもっともっと皆さん方に御協力が仰げるか、知っていただけるか、この

あたりへの取組っていうのは、担当課としてはどのようにお考えなのか、お聞かせくださ

い。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それじゃ、質問にお答えします。 

 企業、地方公共団体の双方に大変メリットがある制度ですので、ウェブページとＳＮＳ

の活用、ＱＲコードを記載したチラシと広告物の作成、各種メディアでの宣伝などを引き

続き行なってまいりたいと思います。また、全国的に注目されているデジタル田園健康特

区事業、イノベーションヒルズ事業などは、多くの企業様と関係性が生まれてくるという

ふうに思っておりまして、企業版ふるさと納税を推進していく上でも、先ほど議員様のお

っしゃるとおり、大変な、大きなチャンスではないかというふうに感じておりますので、

積極的なＰＲを引き続きさせていただきたいと思っております。また、デジタル田園健康

特区事業や、自治体ＤＸなどを推進していく上には、専門的知識、ノウハウを持った人材

が必要不可欠ではないかというふうに考えております。人材派遣型の企業版ふるさと納税

制度について、そういったところにどのような活用方法ができるのか、今後検討してまい

りたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 
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 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 この企業版ふるさと納税につきましては、我が町にとっては多分これから大きな武器に

なるというか、予算獲得の大きなツールになると思いますんで、頑張っていただきたいと

思います。 

 我が町においても、いろんな形で各企業さん、いろいろ入ってきてくださってるんです

けども、デジタル田園は仮に置いといたとしても、吉備中央町の中でいろんな事業をやら

れるとこに参画してくださる多くの企業さんがいらっしゃいます。そして、多くの予算を

使わせてもらっている企業さんもあります。そういったところを、特に積極的に我が町の

ほうのＰＲをしながら、この企業版ふるさと納税のメリットをしっかりと提示しながら、

吉備中央町にぜひふるさと納税していただけませんかということを言っていただきたいと

思います。 

 最後になりますけど、これはもう町長のほうへお願いになりますけども、町長がもう、

このデジタル田園健康特区、これを受けるに当たって、本当に数多くの企業さんとどうし

ても顔を合わせるようになるし、深いというか、親密なお付き合いをされる企業さんも出

てくると思います。そういった皆さん方に、我が町はこういうふうなところで、とてもい

いところだよということをしっかりＰＲをしていただくトップセールス、このあたりをし

っかりとしていただきながら、企業版ふるさと納税を少しでも増やしていただけるように

努力していただきたいと思います。 

 実は、私、昨日も米のほうのふるさと納税の説明をちらっと聞いて、後、担当課にもお

尋ねしたんですけども、お米のほうも多分これから、現状維持ではあると思うんですけ

ど、最終的には、お米っていうのは多分いろんな自治体がどんどんいろんなものを作って

くると思います。そういった中で、競合相手はどんどん増えてきますので、場合によって

は、横並びならばまだいいですが、下がってくる可能性すらも持っていますので、私はこ

の企業版ふるさと納税がこれからは、我が町にとっては大きい要素になるかなと思いま

す。 

 特に、町長がよく言われる安心・安全のまちであるっていう部分、それから元気のいい

町である、そしてこれからのデジタル田園という希望に満ちたまちである。そういったと

ころをしっかりＰＲをしていただいて、ぜひ納税獲得に動いていただきたいと思いますけ

ど、最後に町長の思いをお伝えください。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 黒田議員とふるさと納税に対する思いが、同じ思いを持たれているなと改めて思いまし

た。 

 ちょっと長くなりますが、米についてはやり方を我々は多くの自治体から聞かれまし

た。そこで変な話、農家の方を助けるという意味で、隠さずにノウハウをお教えしまし

た。そういうこともあってでしょうか、多くの市町で同じようなやり方をされておられま

す。それは、その地域が盛り上がれば私はいいかなと。我々は、米については一歩進んで

また知恵を出そうという思いです。それと併せて、企業版ふるさと納税、これは実績

４４０万円、このうちはしっかりとイノベーション等々で関係を持った企業さんが実際、

もうしてくれています。今後、デジタル田園につきましては、多くの企業がこの吉備中央

町に興味を持たれてます。 

 そうした中で、いろいろ事業するに当たっても、ランニングコストもかかります。そう

した財源確保のためにも、ぜひ私は、今も進めておりますが、それぞれの企業の方々にし

っかりと吉備中央町をＰＲし、興味を持っていただき、企業版ふるさと納税をしていただ

くということは、もうセールスマンとなってやっていきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ８番、黒田員米君。 

○８番（黒田員米君） 

 今後の動きをぜひ期待しながら、我々も協力していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 以上で終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで黒田員米君の一般質問を終わります。 

 一般質問の途中ですが、ただいまより１０時５０分まで休憩とします。 

            午前１０時４０分  休 憩 

            午前１０時５０分  再 開 

○議長（難波武志君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順次発言を許します。 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 

 １０番、渡 です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問させてい

ただきます。 

 質問は大きく３点、一括質問でさせていただきます。 

 本格的に寒くなってきましたが、ワールドカップの影響もあるのかないのか、小学生た

ちは元気に運動場に出てサッカーをしています。卓球のリベッツやサッカー、ファジアー

ノ岡山との地域連携も期待される中で、将来、吉備中央町からプロのスポーツ選手誕生も

夢でないかもしれません。また、中学生からは、修学旅行や広島研修に行けて楽しかった

という声も聞こえてきています。貴重な体験学習ができてよかったと思います。 

 子ども関係でいうと、先日の学校給食で町内産の食材を使ったへそっぴー給食がありま

したが、物価高騰の中での備中牛のシチューはなかなか我が家の食卓に上がることはあり

ませんので、とてもおいしそうで羨ましかったです。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

 まず、１点目、マイクロＥＶの運用についてです。 

 先ほどの同僚議員からの質問もありましたが、これはデジタル田園都市国家構想推進交

付金事業による交通ＤＸ実装プロジェクトの中の一つです。デジタル田園健康特区も産官

学等の専門知識を持った多くの皆さんの御支援、御協力によって準備が順調に進んでいま

すが、町民の皆さんがこの事業の恩恵を実感するのは、まだまだこれからになるかと思い

ます。 

 その中で、先月、１１月３０日に新山地区でマイクロＥＶの運用開始式が執り行われま

した。その式典のテープカットでは、はさみがドローンで空から運ばれてきました。思い

もしなかったので驚きましたが、将来的にはこうして薬もドローンとかで配達されてくる

のであろうと、そう思うと期待した瞬間でもありました。 

 さて、今年の３月議会で質問もしましたが、高齢者や運転免許返納者など交通手段を持

たない方への移動手段の確保のために、電気自動車の開発取組として新山地区で実証実験

が行われていました。今回の運用に当たっては、マイクロＥＶ車椅子が１０台、マイクロ
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ＥＶ三輪車が１台、これは３人乗り用になりますが、新山地区で運用されることになりま

した。ＥＶ車椅子は、個人に３か月貸し出して使っていただきながら、御意見や感想を聞

いて改良していくというふうにお聞きしています。また、３人乗り用については普通免許

が必要ということですが、これから先、どういう形で利用されていくのでしょうか。 

 少し余談事ですが、先日、たまたま神原の信号に止まったマイクロＥＶ三輪車を見かけ

て、思わず走っていって大声でこんにちはと声をかけ、手を振りました。私からすると、

新山に１台しかないということを知っていましたので、まず知っている方が乗っているの

だろうと思って声をかけたのです。そうしたら、知らない方だったので思わず恥ずかしく

なりましたが、笑顔で手を振り返してくださいました。ＥＶ三輪車を見たことがある方は

分かるかと思いますが、車全体がへそっぴーになっていてとても愛くるしく、思わず手を

振りたくなるような、そして見かけたら幸せになれるような、そんな車です。後から確認

してみると、企業の方がドライブレコーダーのテストをされていたようです。テストのほ

うは、問題がなかったようで安心しました。 

 余談が長くなりましたが、実証実験から運用開始までの経緯と現状についてお尋ねしま

す。 

 そして、運用開始式のインタビューで町長は、このマイクロＥＶによって生活の利便性

を高めていただくと。全国の困っている人の何かいいモデルになればやったかいがあると

答えられていました。全国の前に、まず吉備中央町にとって生活の利便性が高まるよう

に、今後のタイムスケジュールなどを含めて、運用などの計画をお尋ねします。 

 次に、２点目、マイナンバーカードについてです。昨日の同僚議員からも質問がありま

したが、再度お尋ねします。 

 昨年６月に質問したときには、昨年５月３１日付で交付件数が２，７７５件、交付率が

２４．８％でした。それから１年半が経過し、現在の普及率はどのくらい増えているので

しょうか。また、その時点で、今後の取組として町内各所での出張申請や吉川支所でも申

請受付ができるように検討していくと答えられていましたが、マイナンバーカードの交付

率の向上について一層の努力をお願いするとともに、現在ではどのようになっているのか

お尋ねします。 

 最後に、３点目の質問は、小・中学生の視力低下についてです。 

 文部科学省による２０２１年度の学校保健統計調査結果が１１月３０日に公表されまし

た。県内で裸眼視力１．０未満の割合は、小学生が３６．５％となり、前年度と並び、
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１９７９年度の調査以来、最大の結果になっています。中学生は、前年度と同じ

５２．９％という結果です。 

 私が子供の頃には、スマホなどの携帯電話はおろか、パソコンやゲーム機器すらありま

せんでした。せいぜいテレビとビデオくらいで、それも一家に１台のテレビを家族でチャ

ンネル争いしながら見ていた記憶があります。夜になれば寝るか、せいぜいラジオを聞く

かの時代だったように思います。大人になったときにはテレビゲームが流行し始め、スー

パーマリオやドンキーコングなど、時間を忘れてやっていた頃もありました。そして、親

になった頃には、子供が１人１台のゲーム機で遊ぶようになり、それをみんなで持ち寄っ

て遊ぶようになってきました。広い運動場の片隅に何人か集まって、ゲームをして遊んで

いました。今みたいに通信はなかったと思います。家でもゲームばかりするので怒ってい

ると、今度はこっそり人に隠れてしていました。また、それを見つけては、目が悪くなる

よと注意ばかりしていたのを思い出します。それでも、ゲーム機以外にパソコンやスマホ

などは家にはなかったので、情報端末機を使うことはありませんでした。今では、家にパ

ソコンもあり、自分専用のスマホを持っている児童もいます。ゲームに至っては、集まら

なくても各家庭にいながらオンラインで遊ぶこともできる時代です。学校から帰る前に、

ゲームで遊ぶ時間を約束しているのを見かけることもあります。そして、国の事業でも、

小・中学生に情報端末が１人１台配備されています。授業でパソコンがあったり、タブレ

ットでＺｏｏｍやオンライン、宿題で使ったりと、今の時代に欠かせないアイテムとなっ

てきています。 

 前置きが長くなってしまいましたが、こういった状況が子供の視力に影響があるのかど

うか、吉備中央町の児童、学生では視力はどうなっているのか、お尋ねしたいと思いま

す。また、影響があるとすればその影響をどう考えるか、視力低下を防ぐ対策があるのか

どうか、何か対策を考えてあるのであればお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、１０番、渡 議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、マイクロＥＶの導入経緯についてでございます。 

 これにつきましては、昨年１０月から町内巡回バスの実証運行を行なっておりますが、
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自宅から町内巡回バスが運行している幹線道路までの移動手段の確保が今課題となってお

ります。そこで本年度、デジタル田園都市国家構想事業交付金を活用し、従前から地域で

交通課題の解決に取り組まれていた新山地区をモデル地区として、車椅子１０台、三輪

１台のマイクロＥＶを導入することとし、１１月３０日にマイクロＥＶ運用開始式を開催

したところでございます。 

 現在、車椅子のマイクロＥＶを新山地区の６５歳以上の高齢者を対象として貸出しを行

い、自宅から拠点施設である新山ほほえみセンターまでの移動手段として御利用をしてい

ただいております。また、三輪のマイクロＥＶにつきましては、新山地区活性化推進協議

会におきまして、サロン等の送迎手段として活用をしていただく予定でございます。今

後、利用者からの御意見を基に改良を重ねていき、より安全で安心な乗り物としていくと

ともに、先ほど言われたとおり、センサーによる危険回避であるとか、将来的には自動運

転化等々、マイナンバーカードとの連携も併せてデジタル技術の活用を検討していきたい

と考えております。 

 そして、議員がおっしゃるとおり、町民の皆様がこの事業の恩恵を実感するのは少し先

かも分かりません。しかし、このような様々なデジタル田園都市国家構想を先導するよう

な取組をこの吉備中央町で行えることは、産官学の連携によりまして、それぞれ専門性を

有した方々の御支援、御協力があってと、改めて思う次第でございます。 

 次に、マイナンバーカードの普及率についてでございますが、１１月３０日現在、町の

マイナンバーカード交付率５５．２％、申請率６６．８％で、全国交付率は５３．９％、

申請率は６７．６％となっております。また、マイナンバーカード普及に向けた取組とい

たしましては、コロナワクチン接種会場や町内イベント等で申請サポートを行なっており

ます。加えて、１２月から町内の９つの郵便局におきまして、マイナンバーカード申請受

付業務を行なっていただいており、町民皆様の身近な場所での申請が可能となっておりま

す。 

 そして、交付率向上に向けては、住民課での毎週水曜日午後７時までの延長窓口や月末

の日曜日午前中の休日開庁を利用して、平日時間内に来ることができない方に対しまして

の交付も今進めているところです。その他、町内の企業や地域へ職員が直接出向きまし

て、サロンや学校園などといった場所におきましても、マイナンバーカードの出張申請を

行なっております。マイナンバーカードの申請を１２月末までに行なっていただいた方に

は、町より、些少ではございますが、２，０００円分のクオカードをお渡しするといった
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普及促進も行なっております。その他、これは国の制度でございますが、２万円分のマイ

ナポイントの申請期限があります。これは来年２月末となっておりますので、ぜひ、まだ

の方はお早めにその手続をしていただければと思います。 

 以上のように、住民課だけでなく、全職員を挙げてマイナンバーカードの普及に取り組

んでいるところでございます。 

 小・中学校の視力につきましては、この後、教育長のほうから答弁をいたします。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 １０番、渡 順子議員の御質問にお答えいたします。 

 ２０２１年度の学校保健統計調査の結果が公表されており、岡山県内の裸眼視力

１．０未満の割合につきましては、議員の御承知のとおりでございます。 

 では、本町における２０２１年度の裸眼視力１．０未満の割合を調べましたところ、小

学生が２６．０％、中学生が５９．６％となっております。 

 続いて、議員御指摘の１人に１台配備されているタブレット端末の視力に対する影響に

ついてでございますが、文部科学省において児童・生徒の健康面における配慮事項に関す

る調査を実施をされておりまして、目の疲れについてはほぼ９０％以上の生徒が変化がな

かったと回答しております。ただし、国においては、以前から使用時の注意点として、使

用する際は姿勢をよくして、また３０分に１回はタブレットから目を離す。寝る前にはタ

ブレットを使わない。目が乾かないように瞬きをしっかりする。学習に関係のないことに

は使わないなどが示されておりまして、これらを保護者、児童・生徒にしっかりと周知し

ていくことを継続をしていきたいと考えております。 

 教育委員会といたしましても、本町にタブレット端末を配備して以降、自宅への持ち帰

りを推進していくことと併せて、学校から児童・生徒へタブレットの正しい使い方の指

導、またタブレット活用のルール、これを記載した通知を保護者の方へ配布をし、健康面

も含めて適切な使用方法を呼びかけているところでございます。今後も引き続き、学校、

保護者の方と連携しながら周知を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 
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 答弁ありがとうございます。 

 新山地区でマイクロＥＶを使っている方から感想を聞いてみました。乗り心地はとても

いいようです。ただ、まだまだ改良に向けての意見はあるようです。この意見について

は、今後提示していかれることと思いますので、ここではあえて言いませんが、これから

の季節は、道路の凍結に対する対策としてのタイヤの問題は大きいかなと思います。吉備

中央町でも、車は冬用タイヤに換えて運転します。そういう意味では、このマイクロＥＶ

もタイヤが冬用ではないということを聞いておりますので、道路の凍結などがある場合に

は使えないのではないかと思います。安全面を考えると、時期や時間帯を選ぶかもしれま

せんが、そこは気をつけて使っていただきたいと思います。 

 しかしながら、幾ら気をつけていても、いつ事故やトラブルに見舞われるかもしれませ

ん。そのときの補償といいますか、保険などについてはどうなっていますか。安心して使

っていただくためにも、そのあたりをお聞かせください。 

 また、マイナンバーカードについては、町民の皆様が既に便利に利用できるようになっ

ています。例えば、来年２月１６日から始まる税の確定申告でも、マイナンバーカードが

あればわざわざ申告会場に行かなくても自宅で手続ができます。また、マイナンバーカー

ドがあれば、土曜日、日曜日でも住民票などをコンビニで受け取ることができます。さら

に、自分の医療情報や年金の記録なども、マイナンバーカードがあれば自宅で簡単に確認

することができます。このように、既に私たちはデジタル社会の中にいて、使い方によっ

てはいろいろ便利で快適な生活ができるわけではあります。したがって、マイナンバーカ

ードの交付率を上げるためのＰＲとともに、マイナンバーカードを持っていることによっ

て既に便利に利用できることのＰＲ、マイナンバーカードの便利な使い方をもう少しＰＲ

するべきではないかと思いますが、この辺のこともお考えがあればお聞かせください。 

 先ほどお答えになってもおられましたが、町の交付率としては５５．２％、申請率は

６６．８％ということで、全国と比べて交付率は僅かながら上回っていますが、申請率は

残念ながら下回っているということです。しかしながら、昨日の企画課長の答弁に、デジ

タル田園都市国家構想推進交付金でＴＹＰＥ２及びＴＹＰＥ３の申請要件が、自治体のマ

イナンバーカード申請率が全国平均交付率５３．９％以上で可能ということになり、吉備

中央町の申請率が６６．８％ということですから申請可能となったと言われてました。そ

れに加えて、年度末までに申請率８割を目標数値とするとも言われておりました。それで

は、現在の申請率が６６．８％、約７割弱ですが、この申請率の内訳といいますか、例え
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ば年代別とか地区別とかの申請率はどうなっているのでしょうか。 

 それに合わせて、また確認ですけれども、申請については住民課、加茂川総合事務所、

吉川支所で申請できるということ、そして１２月から町内９つの郵便局でも申請受付をし

ていただけるようになったということは、町民の皆様には身近なところで申請しやすくな

るので、とてもいいことだと思います。ぜひ、マイナンバーカードを作成しようと思われ

ている方は、窓口に行かれるのもいいですし、郵送やパソコン、スマホなどのオンライン

でも申請できるようです。自分に合った申請方法で申請するのも一つだと思います。ま

た、様々な場所で出張申請を行われるということは、先ほどの郵便局と同様、身近なとこ

ろで申請がしやすいということをぜひ皆さんに知っていただきたいとも思いますが、出張

申請の方法について、これはどうしたらいいのでしょうか。出張申請の方法をお尋ねしま

す。また、マイナンバーカードの受け取りには、住民課か加茂川総合事務所にまで行かな

ければならないということが少し負担かと思いますが、この点について、先ほども説明あ

りましたが、もう一度説明をお願いします。 

 小・中学生の視力低下については、タブレットだけが影響しているとも言えないという

ことですが、視力だけの問題ではなく、昨夜私も遅くまでパソコン作業をしていたとこ

ろ、布団に入ってもなかなか寝つけず、頭の中がぐるぐる、起きているとき以上に、目を

つぶっていても何か動いているような感じがしました。眠りにつくまで２時間ぐらいかか

ったと思います。子供たちにとっては、そういう意味ではブルーライトの影響も以前から

言われていましたが、睡眠はとても大切になってきます。学校ではタブレットの使い方を

きちんと指導していただき、家庭においても様々な機器についての扱い方、また使用時間

などの向き合い方を、先ほど言われておりましたが、ルールなど家族できちっと取り組ん

でいただければ、より一層の視力低下の予防になるのではないかと思います。最後に、も

う一度教育長のほうから、何かあればお話しいただければと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、私のほうからはマイナンバーカードの普及についてのお尋ねがあったと思い

ます。 

 これにつきましては、何よりも大事なことは、データのセキュリティーと併せまして、
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議員が言われるように、マイナンバーカードにより既に生活の中で便利になって活用でき

ている事例、それと併せて、今後到来するデジタル社会の中で、使い方によっては、いか

にこう様々なことが便利で快適な生活ができるかどうか、そういう提案とか、案とかとい

うものを町民の方に広くＰＲすることが大事だろうと思います。今、国におきましても、

なかなか町におきましても、そのことができていないと思います。そのことによって、普

及率は伸びるだろうと思っています。 

 この後、申請の内訳、それからＥＶの保険については、それぞれ担当課長から答弁をさ

せます。 

○議長（難波武志君） 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 まず、マイクロＥＶの保険についてお答えさせていただきます。 

 車椅子タイプのマイクロＥＶにつきましては、搭乗中の事故等による損害賠償や利用者

のけがに対応した賠償責任保険、傷害保険に合わせて、車椅子本体の損傷に対応できるよ

う、動産総合保険に加入しております。また、三輪タイプのマイクロＥＶにつきまして

は、道路交通法の分類では側車付自動二輪となりますので、自動車保険に加入しておりま

す。万が一の事故に対応できるよう、保険に加入はしておりますが、交通事故が起きるこ

となく安全に利用していただけるよう、利用方法の説明を徹底してまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 歳原住民課長。 

○住民課長（歳原雅則君） 

 質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードの利便性について、しっかりＰＲをしていくべきではないかという

ことで、いろいろもお話もいただいている中でございますが、以前にもカード作成のお願

いをしていく際、使い道についても、広報紙などにこういったことで使えますといったよ

うなことも表示はさせていただいておりましたが、テレビなど国が行なっているＰＲ等、

また、まだマイナンバーカードを作成されていない方に、国、総務省のほうから申請書と

一緒に書類が届いているかと思います。そういった中にも、こういったことに使えるとい
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ったようなことが書かれたチラシ等も入っております。国が行なっておりますＰＲ等に沿

いまして、今後も町が発信できる媒体を活用し、利便性を示しながら、さらなる通知、普

及促進に努めてまいりたいと考えております。 

 また、町内の申請状況ということで、パーセンテージについては先ほど上がっておりま

したけれど、どういった年代であるとかといったことでございますが、これは９月３０日

現在のデータとなってしまいますが、９歳以下の申請率が約３０％、１０歳以上５０歳未

満の方の申請率が４０％台と、他の年代に比べますと若干低いといったこともあり、お子

さんとか、その保護者さんとか、そういったところを対象とした申請業務も、先ほど言い

ました地域へ出て、学校へということで、行なっているところでございます。 

 また、役場の窓口についての御質問ですが、役場窓口での申請受付、カードの受け取り

につきましては、当初、住民課、加茂川総合事務所の２か所で行なっておりましたが、今

年２月から吉川支所でも可能になっております。 

 そして、出張申請についてでございますが、方法としましては、申請を希望される方が

おおむね５名以上の対象団体からの申出により、職員が直接出向いて申請業務を行いま

す。この場合、申請時にカードを受け取るための全ての手続を完結させないといけないた

め、多くの書類作成、本人確認書類などが必要になってまいりますが、その結果、出来上

がったカードは直接申請者のほうに、本人宛てで郵送がされるという形になっております

ので、企業さん、地区の団体さんでそういったことを御希望されているところには、引き

続きそういった対応をしていきたいと思いますので、住民課のほうへお申出をしていただ

ければと考えております。 

 そして、延長窓口、休日開庁についても、こちらも事前に、住民課に申込みをいただか

ないといけませんが、毎週水曜日午後７時まで、月末の日曜日の午前中、カードの交付申

請、カードの受け取り等ができますので、平日利用が難しい方には、そちらのほうをしっ

かり御利用いただければと考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 御質問にお答えいたします。 

 何か、視力についてあればというお話でございましたけれども、先ほどもお話をさせて
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いただきましたとおり、文科省のほうも何が原因でということは、はっきりとは現段階で

は申しておりません。そんな状況の中で、先ほどもお話ししましたが、いろんな注意事項

を示されております。そして、私ども吉備中央町の教育委員会といたしましても、家庭で

のルールをしっかりとつくっていただいてというふうなことで、文書を出させていただい

ております。 

 そうした中で、今、新しい学習指導要領の中で、子供たちには自ら様々なことを判断し

て、そして行動できる、そういう人材を育てていこういうことが大きな目標となっており

ます。そうした中で、今回のこの視力の件につきましても、子供たちがそういった様々な

情報をしっかりと吸収し、その中で自分がどのような行動を取っていったらいいのかとい

うことをきちっと判断をし、行動できる、そういう子供たちに育てていかなければいけな

いのではないかなというふうに思っております。そのためには、学校ではしっかりとした

情報提供をするとともに、指導もいたしまして、そして家庭では先ほどのいろいろお話を

していただきましたけども、ファジアーノあるいはリベッツ、修学旅行、広島学習、へそ

っぴー給食等々、そういった家庭でのコミュニケーションをしていただく中で、視力のこ

とについてもコミュニケーションをしっかりと取っていただいて、子供たちの支援をして

いただき、そして目の大切さ、そういったことを学んでいくことの必要性、これを子供た

ちに理解をし、各自で判断をする子供たちに育てていけたらなというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 

 マイクロＥＶ運用に関しては、しっかりと保険が掛けられているということで安心しま

した。より安全に利用していただくためにも、説明やアフターケア、いろいろ万全に行な

っていってほしいと思います。そして、利用された方からの御意見をいただき、改良を重

ね、各地域で利用できるような、安全・安心な乗り物となってほしいと思います。そし

て、今後、このマイクロＥＶが、町長の思いでもあり町民皆さんの願いでもある、生活の

利便性を高めるという目的のためにも、デジタル技術をしっかり活用していってほしいと

思います。 

 マイナンバーカード普及については、いろいろと取り組まれていることも分かりました

が、まだまだ申請、交付についてＰＲ等々を行なっていっていただきたいと思います。ぜ
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ひ、生活の中で、自分に合った負担の少ない形で取得していただければと思います。ま

た、町としてもぜひ申請率８割以上を目指して、先ほど答弁にありましたが、９歳以下が

３０％、１０歳から５０歳までが４０％という、この交付率、申請率が低いところをまた

底上げできるような、そして地区別のお答えはありませんでしたが、地区別にももしかし

たら差があるのであれば、そこら辺も調べて、そういう活動ができたらいいかなと思いま

す。ぜひとも、８割を目指して頑張っていただきたいと思いますが、今初めて知りました

が、出張申請で、５名以上あれば出張申請していただけるということですが、手続はいろ

いろ大変なのかもしれないですけど、ここでする場合には窓口に受け取りに行かなくてよ

い。郵送で本人宛てにしていただけるのであれば、これは各地域でのいろんなイベント場

所での出張申請ができれば、取りに行かなくていいということはいいかなと思うんです

が、これは間違いないでしょうか。また、確認をしたいと思います。 

 マイナンバーカードの申請を１２月末までに行うと、町より２，０００円分のクオカー

ドがいただけるということと国から２万円分のマイナポイントを受け取ることができる。

これに関しては、申込期限が２月末日までになっているということですので、早めの手続

が必要かと思います。この辺を知っていただいて、ぜひマイナンバーカードの交付率、申

請率を上げていってほしいと思います。また、子供たちには、これからデジタル、ＩＴ時

代の中、上手に情報機器と付き合っていただき、家庭でのルールなど、学校での指導もあ

りますが、視力とともに、自分で自ら判断、行動が取れる子供になってほしいという目標

とともに、自分自身をまず大切にしていただき、強く元気に生きていってほしいというこ

とが、本当に子供たちにとっては大人の願いでもあり、支援していかなければいけないと

ころだと思います。こういう思いを述べさせていただき、私からの質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで渡 順子君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ただいま議長の指名を受けましたので質問します。９番、成田賢一です。 

 先日、１１月下旬にへそナリエの点灯式がありました。行かれた方もいらっしゃると思

います。私感動したんです。町が準備したところってどこかなと思うと、へそナリエの点

灯式だけだったんじゃないかなと思ったんです。しかし一方で、その会場を盛り上げる音



- 40 - 

楽、ゴスペル、そしてそれを、最後を彩る花火と、あれは町民の方々の力だったんじゃな

いかなと思いました。特に、ゴスペルと音楽、皆さんが笑顔で明るく楽しく浮き浮きとや

っていた、あの笑顔が私忘れられません。吉備中央町の役場、つまり役場っていうのは、

ああいった形で何か舞台を提供すると。そして、その周りで盛り上げていく、その場をつ

くっていくのが町民なんじゃないかなと感じました。行政機関として、公正、公平な中立

性とその各事業についての在り方について私は質問します。 

 地方自治法第２条、地方公共団体はその事務を処理するに当たって住民の福祉の増進に

努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと規定され

ております。現在、町では様々な事業を行なっております。そこで、行政機関としての公

平、中立性について問いつつ、各事業の在り方について尋ねます。 

 まず、公正、中立性とは何か、お答えください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 ９番、成田賢一議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 行政機関としての公正、中立性についてですが、地方公共団体は法令及び条例等に基づ

いて活動しており、当然のことながら、働く職員も法令及び条例等に基づいて職務を遂行

しなければなりません。このため、職員は法令及び条例等を正しく理解するとともに、個

人的な思想や感情により判断することがあってはならないと考えます。また、職員は特定

の人たちのためにあるのではなく、全ての町民に対して様々なサービスを正しく適切に提

供するなど、町民全体の福祉の向上のため、効率的に職務を遂行する必要があると考えま

す。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 町長に答えていただきたかったです。 

 法令、条例に基づいて活動している。そして、全体の奉仕者であるということだと思い

ます。 

 さて、その各事業に入る前に、まずデジタル化についてなんですが、各同僚議員も質問
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がありますデジタル推進事業について、今、町はいろいろなことを行なっておりますが、

それが５年後、１０年後、町民、町内にとってどういった影響があるのか、私たちの生活

にどういういいメリットがあるのか、そういったことが見えづらい。つまり、たまたま思

ったからやっているみたいな、先が見えないので、そういうふうに思ってしまいます。 

 そこでほかの自治体を調べました。デジタル田園健康特区に選ばれている石川県加賀市

はデータ活用推進計画を策定しています。長野県茅野市はＤＸ基本構想並びにＤＸ基本計

画を策定、パブリックコメントをいただきながら、議会の議決を得て各事業をしていま

す。吉備中央町はそういった手続を踏んでいません。計画がないんです。つまり、私が言

いたいのは、今後のまちづくりにとってデジタル化がいかに必要か。そして、私たち町民

にとってどういう影響があるのか。そういったことを共有できるように、計画の策定を進

めるべきだと思います。いかがでしょう。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 それでは、御質問についてお答えさせていただきます。 

 今、議員申されましたデジタルのまちづくりの見える化等についてでございます。 

 デジタル推進による今後のまちづくりにつきましては、総務省が令和２年度に策定され

た自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画や昨年度策定された自治体ＤＸ推

進手順書により、今後は各自治体においてＤＸに取り組むための全体方針を決定し、この

全体方針に基づき、個別の計画を定めることも考えられると示されております。本町にお

いても、今年度中に全体方針の作成を予定しております。 

 なお、方針とする理由としては、コロナ禍においてテレワークなど多くの技術革新が生

まれる中、計画と明示することで今後発生し得る新たな問題や課題に対応できなくなる可

能性が出てくることも考えられますので、方針という形で策定する予定でございます。主

には、総務省が示す重点項目、マイナンバーカードの普及促進、人工知能などＡＩやＲＰ

Ａと呼ばれる単純業務の自動化、テレワークの推進、セキュリティー対策の徹底、地域社

会のデジタル化やデジタルデバイス対策に加え、今回指定を受けておりますデジタル田園

健康特区の項目につきましても、連携する他の自治体の構想等も参考にしながら、反映し

た形のものを作成する予定でございます。この方針を基に、目標の見える化など、また個
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別に計画が必要なものは別途計画に定めるなど、今後検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 国というか、大きい計画は大事だと思うんですが、私が言っているのは、町民の方々に

とって、この町にとってどういう恩恵があるのかっていうところを見える化していただき

たいんです。ですから、独自に吉備中央町として、このＤＸについての計画を策定すべき

だと思いますが、その辺、お考えはどうでしょう。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今、議員をおっしゃられたとおり、町としてのそういうふうな計画のほうを作成すると

いう予定でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、デジタル田園都市国家構想推進事業について尋ねます。私はデジタル事業として

言わせてください。 

 まず、この事業についての事業実施主体は誰でしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 内閣府地方創生推進室が所管するデジタル田園都市国家構想推進交付金が位置づける事

業主体は、吉備中央町でございます。 

 以上です。 
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○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、その吉備中央町とデジタル推進協議会はどういった関係になりますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 デジタル推進協議会につきましては、町から事業を、補助金を交付するという受皿の団

体になりまして、そちらのほうで計画のほうを、諮問を諮っていただきながら事業を進め

ていくという関係になります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 デジタル推進協議会は補助金の受皿ということなんですが、その補助金の受皿となり得

る法的根拠を述べてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 国から町のほうへ交付金のほうが入ってきます。町からは、交付金の交付要綱というも

のを定めまして、それに基づきまして協議会のほうに交付金のほうを交付しております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 その交付金要綱を読んでみますと、以下、こういう文章が第１条にあります。吉備中央

町補助金等適正化に関する規則に定めるもののほか、この交付金要綱で必要な事項を定め

るものとすると。つまり、吉備中央町補助金等適正化に関する規則に定めるもののほかと

いうことは、この規則に基づいた形でということが大前提に当たると思います。吉備中央
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町補助金等適正化に関する規則第１５条において、こういう文書があります。各種団体で

吉備中央町が会員となっている団体は、補助事業者としての適用除外だと書いてありま

す。どういうふうに解釈すれば補助金が流れるというふうに見えますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今、議員のほうからありました吉備中央町補助金等の適正化に関する法律第１５条の適

用除外の部分ですが、この１５条の第１項のほうに、法令、条例または規則に基づくもの

という条文があります。推進協議会のほうには、この交付金の交付要綱というものを定め

ております。そちらを基に交付金のほうを交付しておりますので、この適用除外に該当す

るというふうに、こちらのほうは理解しております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、規則と要綱の違いを述べてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 違いといいますか、規則、補助金の交付要綱等についても、それを交付するために定め

られたものでございますので、基本的には、呼び方は違いますが、同じようなことという

ふうにこちらは思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 規則と要綱は違います。規則は地方公共団体の長がその権限に属する事務について制定

する法規です。いいですか、法規ですよ。一方、要綱はというと、行政内部のルールなん

です。この吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金交付要綱の中で、いいです
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か、吉備中央町補助金等適正化に関する規則に定めるもののほかと書いている限りは、規

則にのっとったやり方で物事を行わないといけないんですが、これ、規則と要綱が同じと

いう解釈は成り立つんでしょうか。私は成り立たないと思います。なぜ、こういうことが

起こったのか。なぜなんでしょう。誰か答えていただけませんか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 このデジタル田園都市国家構想推進交付金、こちらについては、国のほうの交付金の要

綱の中にも、協議会のほうへコンソーシアムを立ち上げる。そういうふうなものも要件と

なっております。国から受けた交付金のほうを町としては、町からその推進協議会のほう

に交付金を流すという形で要綱のほうも新たにつくらさせていただいて、交付のほうをさ

せていただいたという流れで行なっております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 国のほうはコンソーシアムを形成し、事業の実施をスムーズに行うとか、監督責任があ

るって書いてはいるんです。ただ、プロポーザルなどで事業実施主体にそのコンソーシア

ムがなるということが書かれていないんです。そして、この規則に書いてあることを、そ

してこの要綱にも書かれてあることが、守られていないっていう状況を、なぜ起こってい

るのかっていうことを私、ここで一緒に考えたいんです。なぜなんでしょう。だって、会

計管理者、教えていただきたいんです。お金が出るまでに、いろんな方の判こって押され

るわけですよね。何人の方の判こが押されるんですか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 早川会計管理者。 

○会計管理者（早川順治君） 

 議員さんの御質問にお答えします。 

 決裁区分により違いますが、少なくとも所属長までは所属する課の者で審査して、印

鑑、これはいいということで押印をいたします。物にもよりますが、甲決裁であれば、少
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なくとも所属長以上から総務課長、副町長、町長という決裁が下りないと、審査が行われ

たことにならないようになっております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 私が言いたいのは、こういう形で規則が守られてなかったという事実はまず受け止めて

いただきたい。そして、そこに、お金が出るまでにいろんな方がそれを確認するわけです

よね。一つ一つの確認作業を怠らないようにしていただきたい。幾らこれ、国のお金だと

言っても国民の税金です。ちなみに、約５億円のうち、町のお金は４，０００万円以上が

投入されております。５億円全てが国からのものではないんです。税金を大事にしましょ

うよ。一人一人が納めている税金じゃないですか。 

 さて、６月２７日に協議会の総会が開かれました。その後、理事会や総会は開かれたの

か、そして理事は果たして今何人いるのか、教えていただけますでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 ６月２７日に吉備中央町デジタル田園都市推進協議会の総会を開催しましたが、その

後、理事会や総会を開催しておりません。 

 なお、今年度事業の進捗状況の報告及び来年度の事業計画案等について、来年２月頃に

協議会の開催を予定しているところでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 デジタル推進協議会規約第３条の２で、協議会総会は協議会の業務のうち、重要な事項

を決定すると記載されております。デジタル事業のプロポーザル、実施主体はこの協議会

です。プロポーザルの内容、その実施に係ること、これ重要な事項だと思うんですが、総

会が開かれなかったのはなぜですか。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 推進協議会の、６月２７日に総会を開催させていただきました。その中で、今年度行う

事業計画であったりとか収支予算について、協議会のほうで承認いただきました。事業を

進めていくに当たって、その事業者を選定という中で、プロポーザルの審査会のほうを開

かさせていただいたという流れでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、この事業はプロポーザルで各事業者を選定していると思うんですが、そもそもな

ぜプロポーザルを行なったんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 事業者選定に当たり今回採用した方法は、公募型プロポーザル方式でございます。この

方式を採用した理由は２つございます。 

 １つ目としては、価格だけでなく提案内容や実現可能性などを含めて選定できること。

２つ目といたしましては、特定の事業者間による競争に限定せず広く募集をかけられるこ

とから公平性を担保できることでございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、関連質問で昨年度まで行われましたイノベーション事業について、あれはプロポ

ーザルは行われておりません。なぜ、プロポーザルは行われなかったんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 戸田定住促進班長。 
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○定住促進課主幹（班長）（戸田健治君） 

 成田議員の御質問にお答えします。 

 御指摘の持続的なイノベーション創出を実現するまちづくり事業では、内閣府に提出し

た実施計画の時点で、欧州最大の研究機関であるフラウンホーファーなどとの連携といっ

た、ほかにはない自らの強みを生かした独自性のある計画を基に、イノベーションヒルズ

株式会社が中心的な役割を担っていくことが明記された上で認定されたことから、実施主

体であるイノベーションヒルズ協議会で同社の提出する事業計画について改めて審査を行

い、承認を受けた上で委託実施しております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 今の答弁ですと、また教えていただきたいのが、デジタル田園都市の協議会の中で今年

度予算というのが出されていると思うんです。この中に、各事業がもうお金入っています

よね、交通ＤＸ実装プロジェクトとか。この金額で交付金額もほぼ一致しています。とい

うことは、これ協議会が予算を出している段階で各事業どれぐらいかかるか、そして誰が

するかってあらかじめ決められてるんじゃないですか。そう思うと、イノベーション事業

で民間企業がもう行うっていうことで一致すると、プロポーザル、これを行う必要はなか

ったと思うんですけど、その辺、デジタル事業はなぜプロポーザルを行なったのか、もう

一度詳しく教えていただけますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 このデジタル田園都市国家構想推進交付金事業についてプロポーザルを行なったかとい

うところなのですが、先ほど申し上げましたとおり、今回は３つの事業についてプロポー

ザルのほうを行わさせていただきました。交通ＤＸの関係の事業、それから鳥獣対策ＤＸ

の事業、誰一人取り残さないエンゲージメントコミュニティーの創生事業。この３つの事

業を行わさせていただく中で、国のほうに実施計画を提出して、ある程度の行なっていく

事業というものは固まっております。それを今度プロポーザルを行うことによりまして、
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民間の事業者からの提案もいただきながら行なっていくということで、プロポーザルのほ

うを開催のほうさせていただいて、事業者のほうを選定させていただいたという経緯でご

ざいます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 イノベーション事業でプロポーザルを行わなかった理由とデジタル事業でプロポーザル

を行なった理由っていうので、なかなか納得というか理解がしづらいです。 

 さて、この事業、デジタル事業においてのサービス、そして成果物は、所有権は誰にな

りますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 本交付金事業は、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けた取組を

国が支援するものであるため、実装されるサービスや成果物については、所有権が町にあ

るとは言い切れないというところもございます。 

 例えば、交通ＤＸ実装プロジェクトにおけるマイクロＥＶの所有権は町にありますが、

オンデマンド交通システムの所有権は業者にあり、町はそのシステムを利用するというこ

とになります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ということは、町が所有できるサービスとかっていうのは何になるんですか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 
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 今、申し上げましたとおり、マイクロＥＶとか、そういうふうなものについては町のほ

うで所有ということになりますが、そのシステムとかそういうなものについては、こちら

側は使用料を払って利用するというふうなことになるかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 プロポーザルの実施内容を後で聞こうと思ったんですが、今聞きます。これ、委託と交

付金事業、２種類がありますよね。委託と交付金事業をそれぞれ何が違うのかっていうこ

とで調べてみたところ、委託事業っていうのは所有権は委託している側にあると。補助

金、交付金のほうは、所有権は事業者にあるというふうなことが国の書類へ出ています。

考えたときに、委託している事業については、そのシステムも町の所有ではないというこ

とですか、今の答弁からいうと。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 委託契約を結んでサービスを行なっていく。いろんな形があると思います。例えばシス

テムを利用する場合には、委託契約を結ぶ上では、使用料等については町の所有権とはな

らないと思います、システムを利用するということ。ただ、何かを作ってくださいとかと

いう形で、物として出来上がって見えるもの、先ほどのマイクロＥＶ、そういうふうなも

のについては委託をして作ったものになりますので、それは町のほうで所有をして、管理

をしていくというふうになります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ということは、約５億円を使って町の所有になるサービス、もしくは物というのは、マ

イクロＥＶと電動の車だけということなんですか。 

 つまり、私何が言いたいかというと、昨年の１２月議会で母子手帳のデジタル化の予算

が採択をされて１月下旬にプロポーザルが終わりました。あれ、委託業務ですよ。母子手
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帳のデジタル化、これ委託ですよね、契約期間というのを書いてましたから。と考えたと

きに、委託で母子手帳のデジタル化をお願いしていると、それでできたアプリそのものは

町の所有であって、それを運用するためのマニュアルである設計図とか、そういったもの

は町の所有になるんじゃないですか。私、そう解釈しています。ただ、このプロポーザル

を行われなかったんです。それによって、このデジタル化のアプリそのものの所有権が、

私、町になくなったと思っているんです。これ、５億円を使って町に残るものはあの車と

かだけで、システムとかは全部開発費を出してあげているという状況というふうに理解し

てよろしいんですか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今回のこのデジタル田園都市国家構想推進交付金というものが、そういうふうな、今回

はＴＹＰＥ３のほうを採択を受けて事業を実施しております。この交付金自体が、新たな

先端的サービス、こういうふうなものをつくっていくというものに対して交付されるよう

なものでもございます。今までにないものを新たに、関係事業者等と一体的になって、デ

ータ連携基盤にひもづけて複数のサービスを行なっていく。そういうふうなものを開発す

る費用について、交付金の対象になっているということで、こちらは理解をしておりま

す。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 一般質問の途中ですが、ただいまから午後１時まで休憩とします。 

            午前１１時５８分  休 憩 

            午後 １時００分  再 開 

○議長（難波武志君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順次発言を許します。 

 ９番、成田賢一君。 
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○９番（成田賢一君） 

 では、プロポーザルの実施要領についてお尋ねします。 

 このプロポーザルの実施要領、事業要件の交付率及び限度額のところに交付対象事業費

の全額、予算の範囲内を限度と記載されております。予算の範囲内を限度と書かれていて

も、一般の方々は予算が分かりません。ほかの自治体を調べてみたところ、ほかの自治体

でデジタル交付金事業のプロポーザルを行なっているところを調べたら、この実施主体が

まず市町村である。そして、この事業要件の金額もしっかりと記載されておりました。吉

備中央町はなぜ記載されていないんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 特段、意図したものではなく、単に予算の範囲内を限度という表記にしたものでござい

ます。仮に、提案事業者から予算の範囲額について問合せがあれば回答することとしてお

りましたが、今度、来年度以降も同じような形でする場合には、その辺の金額のほうもこ

の中に掲載のほうをさせていただこうかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 予算の範囲内を限度と書いてあって、その予算の範囲内が分かる方々はどなたかという

と、このデジタル協議会の方々です。つまりデジタル協議会の方々を前提に限度額を記載

したのかなということも考えてしまいます。 

 さて、もう一つ、事業参加要件なんですが、この中の（７）で、参加申込み時に未設立

団体等の場合は審査後に協議会に対して行う委託契約または交付申請時までに設立するこ

とと記載されております。これ、応募の段階で世の中に存在しない団体などで、私、つく

る予定なんで申し込みたいんですっていう人たちも、事業参加要件に当てはまります。 

 一方、吉備中央町が行なっていた、例えば母子手帳のデジタル化の参加要件にこれは記

載されておりません。しかも、吉備中央町が町で行なっています指定管理者を募集する要



- 53 - 

件にも、こういったことは記載されておりません。なぜこのプロポーザル、このデジタル

事業にだけ今世の中にない団体でも応募ができるのか、答えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今回のデジ田の事業の関係については、これから新たなものを、サービス等を構築する

ということでございました。そうした中で、一応、それまでにただ１社だけで事業ができ

るようなものではございません。複数の事業者が行うようなものでもございますので、そ

ういうなところを踏まえて、このプロポーザルの時点では開設企業とか、そういうふうな

団体ができていなくても、最終的につくる予定というところまでで申請のほうは、提案を

いただくことは大丈夫というふうにしておりました。ただ、決まった場合にはその後に、

今度、実際の交付申請等をしていただくまでには、その団体を正式につくっていただくと

いうことを要件に要綱のほうには書かさせていただいて、進めさせていただいておりま

す。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ということは、今後、吉備中央町が指定管理者制度であるとかプロポーザルを行う際に

も、今団体はないけれどもこれから私たち例えばＮＰＯをつくるんですとか、そういった

町民の方々の声があればこの要件は含まれますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今回行いましたこのデジタル田園都市の関係の事業については、そういう形の団体を設

立するということで提案をいただきましたらこちらのほうでは大丈夫ですが、そのほかの

指定管理とかそういうところについては、こちらではお答えできないというところがあり

ます。 

○議長（難波武志君） 
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 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 納得がいかないです。 

 さて、このプロポーザルによって選ばれた有限責任事業者組合なんですが、まずこの組

合員に町も入っています。今現在、合計何社で、そしてそのうちの何社がデジタル協議会

の会員なのか、お答えください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 プロポーザル実施時のインクルーシブスクエアの構成員のうち、協議会委員は７社中

４社であります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 町が組合員に入っている理由をもう一度教えていただけますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 この組合員に町が入っている理由でございますが、これからいろんな事業をしていく中

で、当然、町の方針、町の思った形に進んでいただかないといけないというところもござ

います。そうした中で、その中にも町が入ってしっかりと管理監督して、ずれのないよう

に事業を進めるためにということで、町のほうも加入のほうをさせていただいた経緯がご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 
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○９番（成田賢一君） 

 デジタル協議会補助金交付規程第２条に、補助金等とは協議会が協議会以外の者に対し

て交付するということが書いております。 

 さて、先ほど７社中４社がプロポーザルの段階でこのインクルーシブスクエアに加盟し

ている協議会の会員だったということなんです。もう、５割超えていますね。 

 さて、その５割を超えているインクルーシブスクエア、そして一方お金を出すところが

協議会と。これ、発注者と受注者が同一なんではないですか。果たして、この同一の状況

でどうやって公平、効率、中立性は確保されますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 発注者である協議会と受注者であるインクルーシブスクエアは、それぞれの契約や構成

員等も異なるため、全くの別人格であると認識しております。 

 なお、協議会におけるプロポーザル審査会の委員にはインクルーシブスクエアの構成員

は入っておらず、町、町議会、町商工会、岡山大学、株式会社日本政策投資銀行において

審査のほうを行なっております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 具体的に聞きたいんですけど、協議会で全てを構成するアーキテクトと呼ばれる立場の

方がいる。その方が所属している会社がインクルーシブスクエアの株式会社名、そして職

務執行者として今回委託契約を結んでいたりしていますよね。これで、どうやって中立性

を保って管理監督ができるのかを教えていただけますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 
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 インクルーシブスクエアの構成員としては、職務執行者はまた別の方ということになっ

ております。アーキテクトと同一人物ではないということでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 職務執行者は別ですけれども、所属している会社が同じなら同一じゃないですか。どう

思いますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 先ほども申し上げましたが、それぞれ規約とか構成員も異なるというふうにこちらは理

解しておりまして、そこについては全く別ということで認識をしております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 公正、中立性を確保するために、具体的に私から２点提案いたします。 

 まず１点目、町はこのインクルーシブスクエアから入らない、つまり抜けるべきです。

そこには主に２つの理由があります。 

 １つ目、町が国からお金をいただいて、それを協議会にお渡ししています。協議会の会

員にまた町も入っている。プロポーザルで選ばれた組合にまた町が入っている。私、これ

適切じゃないと思うんです。地方自治体ってそんなに軽いものですか。まず、出ていただ

きたい１点目がこれが理由。そして２つ目、この事業者組合に入ることによって町はリス

クも抱えることになると思います。考えられるリスク、何かあれば教えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今、議員から御質問がありましたＬＬＰから町は抜けるべきというふうな質問でござい
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ます。 

 これについては、このＬＬＰで行なっていく事業については、行政側としてのいろんな

分野のサービス事業等も含まれております。そこを行政だけでなく、民間の方とも一緒に

なってというところがありまして、今回このような形で町も参画をさせていただいたとい

うこともございますので、そこから町が抜けるべきかというところについては、今後の検

討にはなろうかと思いますが、今現状ではそういうことは思っていないということです。 

 それから、町が入ることにリスク、リスクについても、現状では、動き出したばかりな

ので、まだこれからどういうふうな課題等が出てくるかも分かりませんが、その辺も踏ま

えまして、今後その辺も含めて検討していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 吉備中央町が入った理由が、監督したいということだったんですが、デジタル推進協議

会の規約に、協議会はこの目的を達成するために運営監督機関として委託先の監督を担う

と書いてあるんです。と同時に、吉備中央町の交付金交付要綱の中にも、第２０条、町長

は交付金事業者が次の号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消したり返還

を命ずることができると書いてあるんです。つまりインクルーシブスクエアに入らなくて

も監督する権利はある。契約上もあるんです。だから、私は入る必要がないと思います。 

 さて、リスクについてなんですが、この有限会社責任何とか組合は、組合員の肩書付名

義によって契約すると、その契約事項は組合全体に及びますよね。例えば、吉備中央町の

職務執行者は副町長です。岡田清の名前である事業者と契約したとしましょう。それがも

し個人情報が含まれていたら、個人情報が含まれている契約そのものがこの有限責任事業

組合員の中で効果が及びます。つまり、町とその事業所が契約していたものが、組合全体

の企業にも波及するということです。これ、個人情報そのものが企業と町との関係性だっ

たものが、ほかの組合の会社にも及ぶという可能性があるということです。私、そういう

リスクを考えると、この組合に入ること自体もまず議会に相談すべきだったんじゃないか

というのと、今からでも遅くないです。監督管理するんだったら、交付金要綱とこの協議

会の規約で書かれているんですから、しっかりと外部からでも監督ができます。まず、そ

れを考えていただきたい。 
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 そして、２つ目、協議会のメンバーがこのプロポーザルで選ばれている組合にいるって

いうのはよくないです。だから、協議会のメンバーのうち、組合にいらっしゃる方々は全

員協議会をやめていただいて、第三者という本当の意味での協議会の立場をつくっていた

だきたい、そのように思います。どう思いますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今、町のほうといたしましては、デジタル田園の推進事業を行なっていく中で、国のほ

うからも、いろんな分野の事業者さんも、行政と一緒に一体となって官民連携でやってい

る。こういうふうな推進体制ができているのは、他のモデルとなるというふうな形での評

価もいただいております。これからいろんな事業を進めていく中で、ここまで集まってい

ただいたいろんな民間の企業さんの力もお借りしながら、事業のほうは進めていきたいと

いうふうに思っておりますので、そういう形でいけば、協議会のほうも今入っている企業

さん、さらにはこれから増える可能性もあると思いますが、そういう企業さんと一緒に連

携してやっていきたいというふうには思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 中立、公正の立場から私は提案をさせていただきました。なぜなら、そういった癒着と

か、癒着に見えるというか、ある一定のところばかりというふうに見られると、町内の、

じゃ、事業者はどう思うんでしょうね。ということで、今、各事業のうち２つの事業、町

民の方々が実際にサービスに触れることができるものがあります。それらについて尋ねま

す。 

 まず、母子手帳デジタル化のアプリのウィラバです。 

 町長、このアプリを使用してみて何か感想があれば教えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 



- 59 - 

 私にということで、アプリそのものを私は利用していませんけど、説明会等に行きまし

て、該当される子育てをされている方からは、将来的にも大変楽しみで使ってみたいとい

う声は聞きました。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 例え話で、中小企業、とても小さな町工場が国の補助金をいただいてとても大きな仕事

に挑戦できるとして、大きいプロジェクトをいろんな方々のおかげでつくり上げた。それ

で、やっとできたそのサービスに対して、中小企業の社長はどうしますか。今の町長のよ

うに利用しないのか。私は、中小企業の社長であれば利用して、これができたかと、ここ

から始まるんだと思うのが当たり前じゃないかなと思うんです。 

 じゃ、保健課長、このアプリ、町が発注したとおりのものでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 塚田保健課長。 

○保健課長（塚田恵子君） 

 成田議員の御質問にお答えいたします。 

 町では、昨年度からこの事業の一つである母子健康手帳デジタル化に取り組み、今年

９月２９日に町民に向けて公開式を開催し、運用を開始したところでございます。 

 母子健康手帳デジタル化アプリ、通称ウィラバの特徴は、母子健康手帳の該当ページを

撮影するだけでデジタル化できる。ウィラバペーパーを妊娠子育て中に活用し、安心して

楽しく子育てができる環境を整える。また、導入自治体の実情に合わせて随時、機能追

加、修正が行えるなどでございます。この特徴を生かしながら、デジタル田園健康特区の

事業に沿った運用ができるよう、運用開始に至るまで受託業者と協議を重ね、保健課や関

係者、関係課職員の意見を集約して修正を加え、９月２９日の公開式を迎えております。

また、運用開始後も、この事業に関連する講座の参加者からいただいた御意見や担当課職

員が実際に使うなどし出てきた意見を集約、月１回程度協議の場を持ち、前回協議事項の

進捗状況の確認、新たな要望の提示を行い、町、業者双方で共通認識を持ちながら、事業

を進めていくよう努めております。 

 現在、町民の皆様に利用促進を行うとともに、より便利で使いやすいものとなるよう、



- 60 - 

皆様の御意見をいただきながら、改良を加えているところでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 私、このアプリということで、登録しましてやっております。 

 町長が利用してくださっていると思っていたので、利用していないとなると拍子抜けと

いうか、がっかりしているんですけど、まず、これログインするためにメールアドレスを

打ち込んでパスワードを入れるんです。その後に第２認証で、メールにまた来た６桁の数

字を打ち込んでから自分のページに入ります。非常に手間がかかります。と同時に、じ

ゃ、それによって入って思い出ページで、例えば私なら自分の娘の写真を入れていこうか

なと思ってもいまだにできていません。つまり、まず町長がこういったことを利用して、

町長自らが担当課長であるとか会社のほうに言っていただかないといけないんじゃないか

なと。最新の技術を使って最新のデジタル化だと、デジタル田園特区の第１弾のサービス

ですよと言っておきながら町長がまず利用してないこと、そしてメールを打ち込んでパス

ワードを打ち込んで、またメール来た、６桁の数字打ち込んで、時間かかり過ぎます。御

高齢の方々もお孫さんやひ孫さんの写真をここへ入れれるじゃないですか。早くこれやっ

ていただきたい。 

 これ、何を聞いたかというと、町が発注したとおりのものかということを聞いたんで

す。今現在で聞いた限りでは、企業主導になってしまっている。納品来たものを、はいは

い、分かりました。どこから改善しましょうか。そうじゃないと私は思います。なぜな

ら、この開発費用など、町も関わってつくっているわけですから、そこは大事にしていた

だきたいなと思います。 

 さて２点目、公共交通デジタル実装プロジェクト、こちらマイクロＥＶと書いていたん

ですが、インターネットで検索して、マイクロＥＶで検索しても実際に納入された電動車

椅子が出てきません。セニアカーではなくて電動車椅子にした理由を教えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 ９番、成田議員の御質問にお答えさせていただきます。 
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 公共交通デジタル実装プロジェクトにおきまして、電動車椅子型のマイクロＥＶを導入

した理由につきましては、今回導入したマイクロＥＶは完成されたものではなく、今後利

用者の意見を取り入れながら改良を重ね、まだまだ発展していく余地があるものと考えて

おります。既存のセニアカーよりも新たな乗り物である電動車椅子型のほうが今後の発展

性が期待されるものであります。また、今後の目標といたしましては、ドア・ツー・ドア

の移動手段として、自宅から町内巡回バスの自動運転化やマイナンバーカードとの連携を

目指した研究を重ねてまいるものであります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 改良を重ねるということなんですけど、じゃ具体的にどういう改良を重ねる、何かプラ

ンがあれば教えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 これは利用者の声を聞きながらしていかなければいけないですけど、今後、安全システ

ム、衝突回避装置が取り付けられるとか、あるいは配車システムができるとか、スマホの

アプリを活用してのシステム利用ができるとか、そういうふうなことも視野に入れて考え

ていきたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 同じような形の電動車椅子を販売している大手の自動車会社の方に私尋ねて聞いたとこ

ろ、重心が高いから御高齢の方向きではないんだということをその営業マンの方は言いま

した。じゃ、誰がああいう電動車椅子を使うかというと、比較的若くて、でも足腰が不自

由な方々だったということなんです。町内を見渡しても、町内の自動車会社とかいろんな

方々、セニアカーを扱っている方々のセニアカーを見ると、重心が低くてしっかりしてい

ます。私、どうしても御高齢の方が使うのであれば、今まで自宅で使っていたもの、使っ
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たことがあるものについて、利用しやすいと思いますので、どうも、なぜあの形にしたの

かがよく分かりません。 

 町内にああいったセニアカーを扱っている会社もある。そして、この町では条例も定め

ています。小規模企業及び中小企業振興条例です。この中で第５条、町は工事の発注、物

品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正かつ公正な執行に留意しつつ、中小企業等

の受注機会の増大に努めるものとすると書いております。しかし、一方で、この今回のデ

ジタル事業で、町内の企業が使われた形跡がほぼありません。この条例と今後のデジタル

事業について、どういうふうに考えてやっていくのか。そして、なぜ今のところ、町内の

事業者にさほどこのデジタル事業についての売上げ等が上がっていないのか、２点、お願

いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 現時点では、セニアカーでなく今の電動車椅子を入れたのは、先ほど申したようなデジ

タル化が付与されていけるようなものをつくるために入れたものであります。今後、導入

先の企業が実証データの取得、分析等を行うに合わせまして、情報収集あるいはメンテナ

ンスのほうを行なっていきますが、町内の自動車整備事業者との連携も行いまして、定期

的なメンテナンスが町内でもできるようなことの体制づくりのほうを検討していきたいと

思っているところであります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 あと、もう一個、町内の中小企業振興条例との関わり、そこはどう考えていますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 現在では、これをつくるのに当たりましては、町内でできる業者が我々が見たところな

かったので、県外の業者のほうに行ったもので、今後、これが町内業者でもそれぞれ開発
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等ができるようであれば、その辺もまた考えていきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 この条例の中で、第５条、町は受注機会の増大に努めるものとすると書いてあるんです

ね。つまり町のほうから企業側に寄り添っていって、一緒の目線で、こういうことを今度

するんですけど何か一緒にできませんかねと、そういう姿勢でいっていただきたいなと思

います。 

 さて、来年度のデジタル事業においての運用費用、そしてそれが国の費用か、もしくは

町費になるのか、お答えください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 御質問の交通ＤＸ実装プロジェクト、鳥獣対策ＤＸ実装プロジェクト、誰一人取り残さ

ないエンゲージメントコミュニティーの創生事業、この３つの事業の来年度の運用費につ

いてでございますが、現在、関係事業者等と協議を進めており、精査中という状況でござ

います。いずれにいたしましても、この事業が持続可能な取組となるよう、来年度以降も

交付金の活用等も含めて、官民共創による新しいモデルとなる取組、民間事業者と一緒

に、引き続き関係事業者等とも協議をして進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 今、関係のとこと数字出しているってことですけど、これ国に提出してる実施計画で大

体来年度の収支予定は出ていますよね。例えば来年度、これ鳥獣対策ですと、支出のほう

が３，９５０万円、収入もあるということなんですが、これ支出は大体変わらない感じで

すか。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 支出については現在精査中ですので、若干変わってくる可能性はあります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 実施計画で、来年度の収支予定を見るだけで、ＴＹＰＥ１の２つの事業だけで

３，９５０万円と１，８３０万円ですね。だから、大体５，８００万円ぐらいが書かれて

おります。あまり、すごく減額されていたらラッキーですけど、どうなるのか。ここは、

でも非常に重要なとこだと思います。 

 さて、令和３年度の３月議会で、私、役場の職員の方々にインターネット環境の整備を

していただきたいということを提案しました。今現在の検討状況はどうなってますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 お答えいたします。 

 現在、職員のインターネット利用については、２０１５年に起こった日本年金機構によ

る情報漏えいにより、国が主導して、ネットワークの３層分離ということでマイナンバー

利用事務系、主に職員自席で使用しているＬＧＷＡＮと呼ばれる地方公共団体専用回線

系、それからインターネット接続系の３系統に分かれ、セキュリティーの強靱化が図られ

ることとなり、本町もこれに対応しているところでございます。これによりまして、自席

でのインターネット利用については分離を行い、各課１台もしくは２台のインターネット

端末を現在配置しております。 

 議員がおっしゃられるように、今回の特区指定、また行政手続のデジタル化や事務の効

率化等を図るためにも、各職員でのインターネット環境の整備については、町としても十

分必要性を感じているところでございます。また、総務省が定める自治体デジタル・トラ

ンスフォーメーション推進計画により、この３層分離の抜本的な見直しが示され、セキュ

リティーが担保された上でのＬＧＷＡＮ環境の自席端末にてインターネット環境の利用が
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可能となる見直しも行われたところでございます。これを受けまして、セキュリティーが

担保されたシステムを先行導入している他の自治体に様子も伺いながら、対応する２社の

検討を行い、使用環境も構築し、導入によりメリットは感じたところではございますが、

導入及びランニングコストが高額であり、本町の職員規模によるコストメリットを考えま

すと、導入について再検討が必要であると感じておるところでございます。しかしなが

ら、議員がおっしゃられるように、職員のインターネット環境については必須であると感

じており、今後もほかのシステムを含め、検討は行なってまいります。 

 また、今年度、窓口でのタブレット利用など一部ニーズがあるものについては、順次可

能な限り対応するなど、システム以外にも各課へのタブレットの配置など、引き続き様々

な視点から検討を行なっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 コストの面ということなんですが、昨年１月に企画課に行って、これ大体幾らぐらいか

かるかと聞いたところ、年間３００万円です。１か月で計算すると、月々２５万円。こ

れ、職員が使うパソコン１台当たりで計算しました。職員の方々がこれから使う行政系

２８３台で割ると１か月８８３円ですよ。１か月８８３円で最低限必要なインフラ、イン

ターネット環境が整うんです。役場に、若い方々、優秀な職員がそろっています。役場の

環境、インターネット環境を整備していただきたい。この金額、最低限のインフラ整備で

欠かせないんじゃないですか。３００万円は高いですか。 

 私、どうやったらお金が出るかと思ったら、この吉備中央町は平成２３年度から事務事

業評価シートというので各事業を評価していますよね。各事業のＣ評価、Ｄ評価のものを

しっかりと精査すれば、年間３００万円の予算は出ます。しっかりと精査して、ぜひ役場

内のインターネット環境を整備していただきたい。企画課長、やっていただけませんか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今議員おっしゃられたとおり、職員のインターネット端末の活用については必要性を持



- 66 - 

っております。来年度に向けて、内部のほうで予算の計上等も含めて、要求のほうも検討

していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 町長、インターネットをお願いします。若い職員の方々、さらに仕事ができると思いま

すから。 

 さて、最後にサンクスホース事業についてです。 

 この事業は、ガバメントクラウドファンディングと呼ばれます町がふるさと納税を集め

て、補助金ということでＮＰＯ法人にお渡ししている事業です。さて、そのＮＰＯ法人の

理事に町長が就いて、監査に協働推進課長が就いています。これでは公正、中立性のある

行政の判断ができないと考えます。なぜ、補助金を出す側の役場の担当課長が補助金を受

け取る団体の監査、役職に就いているのか。そして、なぜ町長が補助金を受けている団体

の理事に就任しているのか、お答えください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、成田議員の御質問にお答えいたします。 

 認定特定非営利活動法人サラブリトレーニング・ジャパンの監事については２名就任し

ておりまして、そのうちの１名が協働推進課長でございます。また、町長のほうも理事の

ほうになっております。ガバメントクラウドファンディングによる寄附金が主な原資であ

る認定ＮＰＯ法人でありますので、町としましても事業内容、事業収支等について把握し

ておいていただきたいというような趣旨から、就任の依頼があったものというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 
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 この補助金を受け取ってる団体が令和２年度に監督庁である岡山県庁にてんまつ書、始

末書を提出していますね。これ、どういう内容であったか、答えていただけますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 御質問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、当法人は令和２年２月に岡山県にてんまつ書を提出し、それに伴

い、要改善事項及び助言事項の通知を同年２月に受けております。その内容は、総会及び

理事会における協議事項記載等書類の不備、事務局長と会計担当者の兼務など職員不足に

ある内部チェック機能の不備などがあり、法人の適切な運営ができるよう改善を求められ

たものということでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 このＮＰＯ法人は、実際には行われてなかった総会を行われたかのように書類を提出し

ていたということなんですね、実際は。 

 さて、そういった補助金を受け取っている団体、これは補助金を受け取る団体にふさわ

しいんですか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、お答えします。 

 県からの通知のほうがございまして、町のほうとしましても、岡山県の通知に基づいて

早急に改善をしていただくように求めたところでございます。そうしたところ、当法人に

つきまして、新理事長の選任をはじめ、新事務局長、経理担当者２名の採用、また業務執

行理事の設置など、抜本的な運営体制の改革を図られました。また、決裁体制であった

り、規定等の再整備等行われております。その後、県のほうからも指摘は受けておらず、

以後の運営についても大丈夫だろうという判断から、引き続き補助金を交付したものと思
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っております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 補助金を受ける団体に、町の課長と町長が役職に就任しているというのは、効率性、公

平性に欠くと思います。こういったことが町民の方に見られてしまうと、町と町民の方々

の距離感っていうのはどんどん離れていくんじゃないかなと、私はそう思いますので、公

正、中立性、もっともっと第三者の目から見てしっかりと判断していただきたい。私から

今言えることは、まず課長は監査を辞める。町長は理事を辞める。そして、来年度は補助

金をこのＮＰＯ法人には与えないという、そういったことも必要ではないかなと思いま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで成田賢一君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 ７番、山崎誠でございます。議長の御指名をいただきましたので、一般質問をさせてい

ただきます。 

 今回は、大きく３つでございます。農業関係が２つ、休眠農機の活用、それから中・長

期的な農業施策、最後にデジタル田園国家構想の事業についてでございます。 

 まず、最初の休眠農機の活用についてでございますが、吉備中央町は農業立町というこ

とで、大変気候がよい、水もよい、天水が多いということで、そういう自然条件に非常に

恵まれていて、いい品質のよい水稲――これはもうふるさと米に代表されますけども――

あるいはまたピオーネ、そういうものが、非常に高品質なものができております。 

 私は農業、先ほど来からＩＴ関係のこともいろいろ言われておりますけども、人間の生

きる基本というのは農でございます。そういう意味で農業を基本にしたまちづくり、もち

ろんＩＴも活用してということでございますけども、農業を忘れてはいけないと思いま

す。 

 ところが農業経営は、これはもうずっと言われておりますけども、今日は日本の農業政
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策、これは外国に比べて日本は補助金漬けだとか言われていますけども、アメリカやＥＵ

については、食料自給率を上げるとかということで相当な、日本の大体２倍から３倍ぐら

いな補助を打っています。補助金漬けももちろんよくありませんが、そういうふうな現状

も見ながら、厳しい農業経営をどのように改善していくかということを真剣に考える。そ

ういうことが必要ではないかと思います。このまま農業を手をこまねいていると、本当に

農業崩壊が起こりかねないという心配をしております。同僚議員の中でも、大規模に農業

やっている先輩議員もたくさんおられます。私は、そういう意味では、農業をそれほど詳

しくはありませんけども、近隣でちょっと農業もしておりましたけども、そういう者から

見ても大変な危機を持っております。というのが、御存じのように、今、高齢化というこ

とで、全国平均の基幹農業従事者というのは６７．７歳というふうなことをネットで書い

ておりましたし、中国地方は極めて高くて７０歳を超えております。多分、この町はもう

ちょっと高いんではないかと、このように思います。この方々が今、高齢化によってあと

数年でリタイアした場合、どうなるのかということは真剣に考えんといけんと思います。 

 厳しい農業経営の中で一つネックになっているというか、今後、高齢化でもう体力的に

もたないなと言ったときに、次の新しい若い世代がする。あるいは、もう少し規模を大き

くする。様々な工夫が要りますが、一つは農機、農業機械の問題が私は大きいように思い

ます、一番、本当にこれは大変だなと思うのは、水稲のコンバインです。高いのは

１，０００万円を超えるようなものもあるそうですけども、これ年間稼働日というのはも

う素人が考えても分かります。四、五日とか、共同的に利用すればもっともっと出ますけ

ども、稼働率がほかのいろんな製造業に比べて大変低いというか、率が悪い。そういうふ

うな農業機械の購入負担というものが大変大きく響いております。これ、一部ふるさと米

の還元金で支援はしておりますけども、これは金額もしれておりますので、なかなか全て

農業機械の購入費に充てるということはかなり厳しい。 

 そういう意味で、私はいろいろ議員活動で町内、定期的に歩いているわけじゃないです

けども、三月に一遍ほど、かなりそれぞれの玄関をたたいていきますと、空き家になって

いてこの方はもう今施設に入っているとか、もちろん農業をやっている方ですよ。開放型

の倉庫などでは本当に立派な大型の農機が眠っているんです。これは大変残念なことだと

思います。日本の農業機械というのは、特にディーゼルエンジンの場合は、大変性能がよ

くて、私の知っている人はもう４０年ぐらい使っている人もいます。そういう意味で、極

めて耐久性があるけれども、そのまま眠ってしまっていては、本当に宝がこれなくなって
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しまう。これを何とか活用できないかということで思っておりまして、今回、ずっと前か

ら、数年前から思っていたんですが、これは個人の私有財産、それを自由に使う権利とい

うのがあるので、そのあたりのことがあってなかなかこれ言わなかったんですけども、そ

ういうような現状について私が少し考えて、もうそろそろ、これがもし活用できるならば

そういうふうにすべきではないかと考えたので、今回質問を思い切っていたしました。 

 そういう意味で、私が先ほど申し上げたような、農家に、残念ながら高齢化でできなく

なっている、休眠している特にトラクター、コンバインなどの大型農機について、現在、

町ではどのようにそのことを把握し、またそれをどのようにこれから活用するというか、

働かせていくかということについての、まず現状と認識をお伺いしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 それでは、７番、山崎議員の御質問にお答えいたします。 

 休眠農機の現状についてどのように捉えているかということでございますが、議員御指

摘のとおり、町は高齢化、人口減少に伴い、農業者も減少している現状であります。町で

は、持続可能な地域農業の振興を図るため、様々な支援を総合的に支援する必要があると

考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 農業認識は分かりましたが、休眠している農機についてはどのようにお考えなんでしょ

うか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 休眠している農機をちょこちょこ見受けたりいたします。こういったものの、町がそれ

を受け取ってほかの人に貸すというのはなかなか難しいように思うんですが、一つの手法

として現在こちらで考えておりますのが、空き家バンク等がありますよね、現在。それに
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似た方式で農機具バンクというようなものを設立をし、余っている農機をもうどなたか引

き取ってくださいという方のデータを町のほうで収集し、そういった農機についての現状

写真をアップし、それがいいなと思われる方に対して仲人役を町がもって自ら引き取って

いただく。経費は自分持ちで、当然無整備で、必要なら経費はそれぞれ双方で協議をして

いただいて、双方合意の下で引取りをしていただくというようなことを現在農林課のほう

で実は考えておって、これからそういったものを立ち上げていこうかなというふうに考え

ております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 私もかつて、町長よく御存じのように、移住者のことで、いまここという定住センター

をつくって、その中で空き家バンクも提起して、今、空き家バンクできておりますけど

も、農機についても先ほどのバンクのことを考えて、第２の質問にしておりましたけど

も、その場合、今の課長の答弁では、そういう農機の活用についていろいろ考えているん

だというふうな趣旨だったと思うんですが、これは私有の財産でありますので、所有権、

それから使用権は全面的に所有者に属します。その場合の個人情報の扱いとか、個人の意

向の確認とか、そういうふうな、空き家バンクをもし想定されているようでしたら、その

あたりの手続、手順についてはどのようにお考えですか。既に、そういうふうなスキーム

というか、そういう枠組み、手順については、何かお考えがあるんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 現在、空き家バンク等のやり方等を勉強しまして、まず個人情報は出さないように、農

機具の情報のみ掲示し、そしてそれを活用したいという方の情報で、双方の情報提供の同

意を得てからそれぞれで交渉していただくような要項等を、今作成中でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これは先ほどの、個人の様々な権利に関わる問題でございますので、機微な人の気持ち
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も考えながら、農業経営が少しでも経費削減になるような方法をぜひとも、いい枠組みを

つくって、協力していただける農家の方には協力していただいて、農機が活用されればい

いと思いますので、これ非常に微妙な問題もありますので、丁寧にそういう制度づくりも

進めていただきたいと、このように思います。 

 続いて、次の２点目の質問に移らせていただきます。 

 まず、これも大きな話なんですけど、中・長期的な農業振興ということでございます。 

 これは今、先のことよりも、今回も出ておりました畜産業に対する飼料代の高騰とか、

米の値段も下がっていく。うちはふるさと米で何とか農家も、ある一定の希望も持ってい

ますけども、もう本当に水稲の価格も下がってきている。そういう中で、先の話よりも今

が大事だということもあるかと思うんですが、今日は、ここでは日本の食糧自給も含む、

農業立町として、この町の農業をどのように長い展望の中でつくっていくかということ

の、プランニングというのが私は必要ではないかと思っています。 

 ここに書いてありますように、これはネットで引けばすぐ分かることですけども、食料

自給率を上げる上げると言いながら４０％、農水省も超えさすと言いながら、もう足踏み

というか下がってきて、データは載っとる期間によって違いますが、大体３８％ぐらいが

カロリーベースです。お米は１００％ではないですがほぼ１００％で、何とか自給をでき

ると。それ以外のもの、日本の主要食糧である大豆については、もうほとんど六、七％で

す。それから、スイートコーンを除いて飼料用コーンについてはもう１００％、今回の飼

料も大きな問題になっていますけども。その他の野菜についても、他の外国産の安い野菜

がたくさん入っております。そのようなことで日本の自給率は低いんですが、これから、

今もう地球人口は８０億を超えたと言われておりますし、一部学者からは食料をめぐる戦

争が起きるんではないかという、戦争というても武力だけじゃなくて取り合いです。こう

いうことを考えると、できるだけ食料自給に向けて、中・長期的な政策を農業立町である

この町は立てる必要があるんではないか、今からそういうことの意識づけをしてするんで

はないかと、こう思いますが、まずその畜産業を含む農業の現状についてお尋ねします。 

 現在、先ほど申し上げましたように、基幹的な就農者というのはもう７０歳を超えてい

ると思いますが、まず米農家数の近年の増減――近年というのはこの３年程度でよろしい

ですけども――それから生産量、まず水稲についてはどうなっているかということをお尋

ねします。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 御質問いただきました主食用米の作付農家及び米の生産数量の推移についてでございま

すが、吉備中央町地域農業再生協議会で管理している水田管理台帳を基に主食用米の作付

面積を集計し、国が毎年公表している地域の合理的な反収を用いて集計した作付面積に応

じて、生産量の推計を算出しています。 

 主食用米の作付農家数につきましては、５年前の平成３０年度が１，４２５戸で、令和

４年度が、本年度ですけど、１，２５６戸ということで、５年前と比較して１６９戸の減

少となっております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 農家数が減少しているんですが、この傾向、この減少のカーブというのは、農林課とし

ては過去のセンサスなんかも見ながら、さらにこの下降カーブは厳しくなるんでしょう

か。それとも、何とか令和４年で１，２００戸余りの農家は、これ横ばいで続いていく

と、この傾向的には将来的にどのように見て、見通しを立てているでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 減少につきましては、冒頭から、議員のほうから御指摘ありますように、高齢化によっ

て生産者が減ってきておるということで、年々減少していくことはやむないというふうに

考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 そうすると、余計に今から手を打っていかないといけないと思うんですが、それはもう

少し後に回すとして、現在水稲の、先ほどネットなんかの平均年齢の集計を上げました

が、７１歳を超えているということですけども、吉備中央町の場合は、農業への主力基幹
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従事者の平均年齢というのは、把握していたらお知らせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 吉備中央町の基幹的農業の従事者の平均でございますが、７０．８１歳となっておりま

す。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 この町では元気な方もたくさんいらっしゃると思うんですが、私の周辺で聞くところ、

それを少し、７５を過ぎたような方は、主力の農家、法人化しているところもあるし、法

人化していないところもありますが、委託をたくさん、今、農家の方が出しているという

ことを聞きますし、実際そうです。今、法人化はしているところ、個人のところで栽培委

託を受けている、例えば２０町、３０町やっているような、栽培委託を受けている、そう

いうふうな委託している現状というのはどのように把握しているでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 委託栽培面積の現状につきましては、また水田管理台帳における貸付地となっている面

積につきましては、令和４年度につきましては６４１ヘクタールとなっております。その

うち、農産物が作付されている面積は５７１ヘクタールで、そのうち、また主食用米が栽

培されている面積につきましては４０６ヘクタールとなっております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 委託は、私がいろいろ見るところ、委託している農家が増えていると思うんですが、そ

れはどのように把握されてますか。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 委託の面積につきまして、高齢により離農し、近隣の集落営農組織や大規模農家の方に

作っていただくように、なってきているように見ております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これもまた先輩の議員の方で、農家をたくさんやっている方もいらっしゃいますので、

こちらのほうが詳しいとは思うんですが、実はそういう、今受託している、委託を受けて

いる、たくさん３０町とか、その方も高齢化している。そこがもしできなくなったとき

に、農業崩壊が起こる可能性があるというふうに思っている。そういう意味で、法人化し

ていっていても法人だから安心だというわけにはいかない。法人の中でも高齢化してい

る。そういう意味で、少し長いスパンで計画を立てる必要があると、このように認識して

おります。 

 続いて、畜産農家のことですけども、通告書に４番、５番上げてますが、畜産農家数の

近年の増減、それから飼育頭数、肉用牛、乳牛ありますけども、そのあたりのそれぞれの

推移、それから畜産業に携わっている基幹主力農業従事者の平均年齢も併せてお答えをお

願いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 近年の畜産農家の農家数及び飼養頭数の推移についてお答えいたします。 

 なお、この数値につきましては、家畜伝染病予防法に基づき、岡山家畜保健衛生所が毎

年２月１日に家畜所有者から定期報告の届けがあった軒数及び頭数となっております。 

 まず、家畜農家数についてですが、５年前の平成３０年は酪農家が１６軒で乳用牛の飼

育頭数は６９３頭でしたが、令和４年は家畜農家は、酪農家は３軒減って１３軒で頭数は

１３０頭減の５５８頭となっております。 

 次に、肉用牛生産農家につきましては、平成３０年が３５軒で繁殖及び肥育牛を合わせ



- 76 - 

た肉用牛の飼育頭数は１，８３４頭でしたが、令和４年の肉牛生産農家は３軒減って

３３軒となっておりますが、飼育頭数は逆に１１４頭増えておりまして１，９４８頭とな

っております。 

 また、主力従事者の平均年齢についてですけど、６１歳となっております。なお、この

数字は家畜を所有している経営者の平均年齢でして、経営者の家族や雇用している従業員

等については、把握が困難ですので含んでおりません。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 畜産農家については、水稲に比べて従事者の平均年齢は若くて横ばい、ただ、今現在、

陳情も出ておりますけども、大変、飼料の高騰等で厳しい経営に直面しているということ

はもう御案内のとおりでございますので、このあたりのことも含めて、畜産、それから水

稲、野菜もそうですけども、現状を把握しながら、中・長期的な計画をこれからどういう

ふうにするのかということについて、ぜひともやってもらいたいし、これからそのこと

の、具体的にどういうふうに今お考えか質問いたしますが、まず農業を取り巻く環境、政

府をここで言ってもすぐに変わりませんので、今の置かれた環境の中で、この町で、農業

立町の吉備中央町で、畜産も含む農業振興計画について、農林課あるいは町全体でそのこ

とについて計画策定というようなことは、今考えているんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 これは次の質問ということでよろしいですか。じゃ、こちらで失礼します。 

 長期・中期的家農業振興計画の策定状況についてお答えいたします。 

 町における長・中期的農業振興計画につきましては、吉備中央町総合計画と併せて農業

経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想がございます。これは、通称、吉備中央基本

構想といいますが、この計画はおおむね１０年の農業経営の発展の目標を明らかにし、効

率的かつ安定的な農業経営を育成するため、町内における育成すべき多様な農業経営の目

標を掲げ、農用地の利用集積や農業経営の合理化など、農業経営基盤の強化を促進するた

めの構想として平成１８年７月に策定し、おおむね３年ごとに見直しを行なっておりま
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す。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 今まで政府の農業政策を見ても、机の書き物では大体うまくいっていないんです。計画

書はできました。でも、実際それどうやって動かしていくのか。本当に成果が上がってい

るのか。これ、非常に疑問です。これは吉備中央町だけじゃなくて全国の問題ですが、農

業政策、このことについては、課長は今お読みいただきましたけども、ちゃんとそのよう

に、本当に農業振興して進んでいるんでしょうか、その御認識をお聞きしたい。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 御指摘のとおり、基本的な構想ということで、このとおりには進んではいないと思いま

すが、これに準じて認定農業者であるとか、そういった方々の認定を、一応計画に準じて

認定をしていくようにしております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 私はもうこれ農業を、作文というたら失礼ですけども、計画はなければいけませんが、

そのような計画も待ったなしだと思うんです。そのときに、今、話題、先ほどから議員、

なっていました地方創生推進交付金です。これ、私の認識では、まち・ひと・しごと創生

総合戦略に掲げているものは、地方創生推進交付金の対象になると。このまち・ひと・し

ごと創生総合戦略では、人材育成ということが書かれています。もちろん今の計画を推進

するためには、人と資力、財源がないとできません。この地方創生推進交付金を農業分野

で計画立案してやる、先日も吉川の大明神組合の取組が紹介されておりましたけども、こ

の地方創生推進交付金を使って、そういう財源を利用して新しいビジョンをつくるという

ことは、私が読む限り可能ではないかと思う。つまり地方創生推進交付金は使えるんでは

ないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 交付金につきましては、そのときのメニューによって使えるかどうかということで、ま

た、この交付金については別の課に関わってくるので、そちらと使えるものがあれば、今

後活用していきたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 そういう曖昧なお答えだと思って、今日あえて持ってきたんですけども、ここに若い世

代の新規就農者の確保、育成に取り組む。これは総合戦略に書いているんです。農業を続

けていくことができるような支援を行う。農業の振興を図るということがＫＰＩと共にこ

れ書かれているわけです。ということは、先ほどの答弁でも、これはプランを考えれば地

方創生推進交付金が使えるんではないかと思うんですが、今の答弁も否定ではなかったの

で、そのあたり、関係各部署とこれから協議しますではなくて、そこをプランニングを立

てて、そういうふうな財源を得て、次世代の、それも含めながら中・長期的な農業政策の

展望、そして持続する農業についての総合戦略を描いてもいいのではないかと、このよう

に思いますが、関係部署とではなくて、それをやるということは、今、課長、どのように

お考えでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 交付金等につきまして、先ほど言い忘れたんですけど、新規就農者等につきましては、

これはまた別途違う補助金等がありますので、そちらのほうは十分活用して、新規就農者

に対して、それから経営移譲、こういった事業も昨年ぐらいから出来上がってきておりま

すので、そういったことを活用しながらは現在進めておりますので、今後、新たな補助金

等を見いだして、有効な活用ができるように検討していきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 
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○７番（山崎 誠君） 

 一般的な役人として、失礼ですけども、課長の一般的な活用する検討ではなくて、今ま

での農水省とは別の財源として、内閣府が所管する地方創生推進交付金、この事業に乗る

ようにプランニングを立てて、私は行けると思いますので、そこを活用しながら、それが

まさに今まで議論もいろいろ地方創生推進交付金でイノベーション事業とかありますけど

も、地方創生ですから、吉備中央町って農業を推進交付金を使ってやるということがまさ

にマッチするんではないかと思うので、そこら辺はぜひとも関係各課と何とか調整じゃな

くて、強い決意を持ってプランニングをして、地方創生推進交付金に乗れるようなプラン

ニングを立てて、中・長期的な農業経営、持続できる農業、農業立町としての姿を何とか

つくり上げていただきたいということを、これは要望しておきます。答弁は結構でござい

ます。 

 それから、続いて最後のデジタル田園都市の３事業について、今数えましたら１１人、

今日全員が質問したんですが、そのうち９人がデジタル田園都市構想、健康特区関連の質

問で、大変関連があるんですが、私も前回、前々回、例えばＬＬＰ、有限責任事業組合の

こと、それから今のデジタル田園協議会のこと、インクルーシブスクエアのこと、いろい

ろお尋ねしましたが、今日はもうずっと前に返って、ほかの議員も様々な面から今日も指

摘がありました。今日はずっと返って、実は町民目線で質問させていただこうと思うんで

す。 

 これはもう蚊帳の外だと書いてありますけど、私がいろいろこれ話しして、これを大き

な、議員も恐らく皆さん同感だと思いますが、期待はしています。期待はしていますが、

今日も様々意見が出たように、本当にうまくいくんだろうか。そういう意味では疑問点も

あって、そこを皆解明したいと思っていると思うんですけども、町民側から見ると、非常

に厳しいことを直接聞いたんで言いますと、あれはわしらに関係ねえがという意見も結構

聞きます。それから、あれは町が勝手にやりょんじゃろう。いやいや、そんなことはない

ですよと。あれはスーパーシティ構想から健康特区ということで、全町域に広がって、こ

れからその議論を高めるためにＩＴを活用してというふうに言って、じゃ、分からんがな

というふうに言われます。昨日も同僚議員から質問が出ていました。 

 まず、スタートしている３事業、交通のＤＸ実装プロジェクト、鳥獣対策、誰一人取り

残さないエンゲージメントというような横文字がいっぱい並んでいるわけですけども、そ

れぞれ予算も今ついていますが、この中の例えば交通ＤＸを取ってみても、まずコンソー
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シアムであるとか、横文字がいっぱいしているんです。私自身を言うと、これ、まずたく

さん資料をもらいました。家に帰って、これをまず調べて、インクルーシブとは何か。こ

れは包摂的だという意味かとか、コンソーシアムというのは共同事業体であるとか、その

場では分からなくて、後で調べてやっているんです。町民はもうほとんど、特に高齢者は

分からない。まず、このことについて先日の同僚議員の質問で、町長は丁寧に説明をする

と、こうおっしゃいましたが、具体的にどのような手法で丁寧に、議員だけではなくて町

民にも説明していくのか、具体的な手法を、今、昨日そういう質問があって、あるいは従

来から考えているかも分かりませんけども、説明します、丁寧にやりますというだけでは

前に進まないので、具体的にどういうふうにやっていこうと考えているのか、プランを教

えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 それでは、７番、山崎誠議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、デジタル田園都市関連の用語につきましては、ふだん聞き慣れな

い用語が数多く用いられております。国へ提出する実施計画上の記載は専門用語を用いな

ければなりませんが、町民への説明時には原文をそのまま使用するのではなく、事業内容

等について分かりやすい言葉に変換するなど、住民の皆様への丁寧な説明に努めてまいり

たいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 そのお答えだったら別に質問しなくてもよかったんです。じゃ、どのように、例えばペ

ーパーに起こしてやるのかとか、具体的な手法を、どういう場でどういうような方法でや

るのかお尋ねしたので、具体的にどうするか、プランが今なければ、これから考えるんで

あれば考えるでもいいですけども、それ具体的にはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 
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○企画課長（大樫隆志君） 

 今、議員さんから御指摘のありました町民の皆様にどういうに、具体的にというところ

でございますが、この健康特区事業は町民全体に関わるプロジェクトであるにもかかわら

ず、何がどう進んでいるのか分からないという声もたくさんいただいているという中で、

今年度の事業の進捗状況につきましては、随時、町公式ホームページや町広報紙により周

知をしてきたところではございますが、本年度においては一から構築するものばかりであ

るため、ある程度のものが見えてきた段階で、改めて町民の皆様等へ広く周知を図ってい

きたいと思っております。特に、来年度以降につきましては、完成した事業内容の分かる

ＰＲ動画、そういうふうなものの動画を使ったりとか、これから出来上がるアプリ等を使

って説明を行うとともに、御依頼等あれば公民館単位等に職員のほうと出向きまして、説

明会のほうも開催させていただければというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 庶民的に申しますと、例えばこの町は高齢化率、もう随分四十数％、３％ですよね。ホ

ームページで流すといっても、ほとんどそれへアクセスできない人が多いです。これ、誰

一人取り残さない。全体でＩＴの利便性を享受しようということであれば、先ほどの同僚

議員の質問にもあった、全体計画がまずできていないことが問題なんですが、そういうふ

うな全体でどうするかということをちゃんと、文字のことも含めて示していただかない

と、通り一遍、いやいや、ホームページで公表しています。広報紙でやっていますという

だけでは駄目だと思うんですよね。 

 今、実際に交通ＤＸについては５，６００万円、それから鳥獣対策ＤＸについては

５，４００万、誰一人取り残さないという長い名前のエンゲージメントコミュニティーの

創設というのは３億８，０００万円ついています。ついていますが、一部、今日も出まし

た新山の事業、あるいはウィラバの事業、それからコンソーシアムと言われるタクシー事

業者を集めた、そういう今やっている事業についての関係者は何となく知っていますが、

それ以外の町民、さっき冒頭申し上げたように、俺ら、蚊帳の外の者は知らんがなという

意見が多いので、そこのところを実際、今のようなホームページでやっていますじゃなく

て、どのようにするのか。紙ベースとか、一軒一軒回れということはできませんけども、
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もう少し、後で町民周知をもう一遍聞きますが、そのあたりの具体的な手法については、

今、お答えになったホームページぐらいだけでいいとお考えなんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 ホームページだけでは、なかなか周知はできないというふうに思っております。実際に

分かりやすい説明を、先ほど申し上げました公民館等にも出向きまして、住民の方にその

辺のところを、資料等を基に、またその中で先ほど申し上げました動画等で、分かりやす

い動画の作成も今進めておりますので、そういうふうなものも活用しながら、説明のほう

を丁寧にさせていただければというふうに思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 ２番目の質問も一部お答えいただきましたけど、今後は公民館等々へ行ってちゃんと説

明をされる――分かりやすい資料を作って、横文字ばかりではなくて――ということで、

それはもう来年度からですか、それを始めるということでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 この事業が非常に分かりにくい、英語等、片仮名等の表記も非常に多いんですが、その

辺を住民の方に分かりやすく説明するのは、当然必要なことだと思っております。このサ

ービスが、住民の方がこのサービスを使って便利になったというふうに思っていただける

ように、そのためには町民の方にもこれがどういうふうなものであるというのを丁寧にこ

ちらのほうとしても説明をしながら、活用していただくような形で進めていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 
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 これは、私は今までの取組、今年度、本当にできるのかなということを疑問を思います

が、やられると。 

 少し田園特区について私の理解、今日はもう町民目線で、町民は、もう私の認識では半

分以上は関係ない事業だと思われているというふうに私は思っています。そこを埋めてい

ただきたいのと、今日も多くの方がいろんな面で質問しました。執行部のほうが、規則と

要綱は一緒だというふうなお答えもありました。これ、はっきり言って違いますよね。 

 私がこの事業について、例えばこの最初の沿革、私の理解するところでは、

２０１１年、東北大震災の後に会津若松市にアメリカの大手コンサルの、会社名は言いま

せんが大手コンサルが入って、いろんなＩＴを使ってやろうということで、スマートシテ

ィ構想、そこからバージョンアップしてスーパーシティになったと理解しているんです

が、これはもうこのときにはっきり、企業を中心にやるというふうにコンサルは言ってい

るんですよね。今回出たいろんな疑問についても、私は地方、町が主体となって、今日も

僕はびっくりしましたけども、システムは向こう、こちらが全部お金を、税金出したら全

部町の所有、使用権があるんだと思ったらそうでもないような答弁でしたので、そのあた

り、企業にもちろん協力してもらって利便性を高めるということはありますが、町が主体

となって、それで、関係では今の内閣府、これイノベーションのときに思いましたけど

も、ある面では、内閣府の事業は超法規的なところがあるように私は感じています。これ

は議論、お答えはいいですよ。いいですが、地方自治、地方議会がどこにどう関与してい

くのか、そこのところをきちっと執行部は認識していただいて、我々も町民の意見を集約

して代表する機関として、しかも議決権を持っている。そのあたりのことを、スーパーシ

ティ健康特区の成り立ちから、今内閣府がやってる事業、少し、協議会をつくれば何でも

できるんだとではなくて、透明性を高めて、ぜひとも本当に町民の利便に、あるいは町の

これからの発展につながるような事業として展開をするように、切にお願いして質問を終

わりたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 これで山崎誠君の一般質問を終わります。 

 一般質問の途中ですが、ただいまから２時４０分まで休憩といたします。 

            午後 ２時３０分  休 憩 

            午後 ２時４０分  再 開 

○議長（難波武志君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順次発言を許します。 

 ３番、山本洋平君。 

○３番（山本洋平君） 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、今議会最後の質問者として一般質問をさ

せていただきます。２日間にわたる同僚議員の先ほどもありましたがデジタル田園健康特

区についての掘下げ等で、執行部の皆さん、それから同僚議員の皆さんもお疲れがあると

ころと思いますが、もう少しお付き合いください。 

 質問内容は、大きく分けて２つでございます。いろいろ資料を用意してきましたが、簡

潔に質問をさせていただき、簡潔ないい答弁をいただければ短い時間で終えたいと思いま

すので、どうぞ御配慮のほうよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず１つ目の質問事項でございます。 

 小規模事業への支援策や政策についてということで通告をさせていただいております。 

 先日、商工会と行政とで行われた懇談会では、町長をはじめ、担当課の執行部の皆様に

御出席いただき、また議会の議員の皆様にも御出席いただき、商工会役員の皆様と共に意

見交換、情報交換、双方にとって有意義な時間になったと感じております。その中でもお

話が出ていましたとおり、新型コロナウイルスの影響、そして原油や食料など１次産品の

値上がりやそれらの世界的な需要の拡大、米中対立やウクライナ侵攻など、戦争などの地

政学的要因により様々なものが値上がりを生じている。また、大国の量的緩和によるマネ

ーの大量供給により世界的なインフレ、漏れずにそれは日本にも襲いかかっております。

こういったインフレの影響は、今現在とどまることを知らず、私たちの実生活に多大な負

担となり、のしかかってきております。物価、エネルギー高騰への支援策の要望がさきの

懇談会でも多く聞かれたように思います。また、それに合わせて、町内の事業承継の問題

についても多くの意見があったように思われます。人材不足を嘆く事業者の皆さんも、声

がたくさんありました。 

 一方、私もこのデジタル田園健康特区、本日もたくさんの同僚議員が質問があって、事

業も少しずつ進行を始め、少し住民の皆様との理解との乖離はある中、期待はしておりま

す。これから日本中でも注目を集めているこういった機会をどのように町の振興、地域活

性化、地域創生につなげていくかということも、一方で考えていかないといけないと思っ
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てもおります。町の商工業がなくしては、農業と２つ柱で地元の商工業者にも頑張ってい

ただかねば町は成り立たないと、さきの懇談会でも町長のほうは力強い言葉でおっしゃら

れていました。こういった、今非常に商工業者には厳しい時代の中、何か大胆な政策を考

えるべきときではないでしょうかというふうに通告書には書かせていただきました。 

 書かせていただいた一方、私のほうからも何か提案できないものかということで、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事例集、交付事例、一時実施計画内容とか

というのが政府のホームページへありましたので、閲覧してみようと。令和２年から交付

されている実施例をどんなものがあるのか、ひょっとしたら何かヒントになるものがある

のじゃないかと思って始めたところ、とんでもない量がありまして、令和２年から令和

４年までを北海道から沖縄まで全部を閲覧していくと、紙ベースにすると大体

３，０００枚ぐらいになるような容量でございました。なかなかそういう時間も割けず

に、令和４年分だけでも見てみようと。それでも６００枚ぐらいにはなったんですけど、

さすがに全部を一般質問までに読み切れず、取りあえず岡山県だけ、もしくは西日本だけ

でも閲覧しようと思って始めてみました。 

 ただ、政府が打ち出した臨時交付金ということで、大きな政令都市や県単位でやられて

いる事業では、予算ベースがどうしても合致しないということで、市区町村等で事業者や

農業者なんか向けに画期的なことをやっているとこはないかなと、１週間ぐらいかけてず

っと探しましたが、大体同じようなところでした。予算ベースも補助金額等も似たり寄っ

たり、あとは、変わったところでいうとワーケーション、ワークとバケーションをかけ

て、観光とそれに付随して、要は企業からの仕事もそこでやってしまうというような、そ

ういうことを誘致しようというようなものもありましたが、おおむね今現在、我が町が行

なっておる事業の支援、農業、光熱費の補助と同じようなものが並んでおりました。なか

なかそこで私も探せなくて、ここの一般質問でこういうことをやったらどうですかってい

うのを持ってきたかったんですが、今議会でも補正で上げられている畜産関係の方への補

助、商工業者に対しましては引き続き光熱費の補助等は、これからも随時引き継いでいた

だいていくとともに、一回こっきりじゃなく、そのときの状況によって見直していただき

ながら、拡充等をしていっていただきたいなと思いました。 

 一方、中小企業庁のほうでは、今年度も２次補正が行われ、また資金繰りの支援である

とか価格転嫁の支援、それから事業再構築補助金など等はたくさん補正が組まれました。

ただ、なかなか国の補助金、私も何度かトライをしましたが、非常に綿密な計画書であっ
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たり、要綱に沿って申請書を作って、今はもう電子申請っていうんですか。なかなかそこ

で不備があったら、今まで紙ベースでやっていた方々には非常に取り扱いづらい申請、商

工会の指導員の方が手厚く支援はしてくださるんですけど、なかなか個人事業主ベースで

は取りつきにくいような形になってきたなと思わざるを得ません。 

 その中で、今現在、事業承継、それから創業等の補助金もやっていただいております

が、変わらず中小企業、先ほど同僚議員からも、吉備中央町小規模企業及び中小企業振興

条例からの抜粋がありましたが、５条のほうで同じようなことを私も登壇してお話をしよ

うと思っていました。誰一人取り残されないエンゲージメントコミュニティーということ

で、そこには商工業者や、もう全てが入っているという思いを忘れずに、デジタル田園特

区を進めていただきながら、これを機会に、さらに議会、それから町民の皆様の知恵も借

りながら、新たな地域の創生を目指していくことを約束していただきたいなと思います。

こちらについては、もし後ほど町長、思いがあれば答えていただければと思います。 

 続きまして、２つ目の質問でございます。 

 高校生通学費、寮費、アパート代補助についてでございます。 

 ６月の定例会でも質問として、提言をさせていただきました。寮費、アパート代の補助

の拡充をお願いしますと。町職員で構成されたこどもあふれる化プロジェクトでも同様の

意見があったとの答弁がございましたが、来年度予算の編成に向けて今準備を進めている

途中だと思います。前回の質問の最後に、私は町長、楽しみにしておりますというふうに

お話をしたと思うんですが、その後、どのようなものになるか、お聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、３番、山本洋平議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 なかなか出口が見え始めて、また感染が増えてというような新型コロナの状況でござい

ますが、それとは別にいろんな要件で、昨今、原油、原材料価格の高騰によってから、経

営環境の悪化に、さらに拍車をかけているような状況になっております。 

 先般、町商工会との行政懇談会におきましても、町内事業者の方が大勢おられました。

その皆様から大変、経営が非常に厳しいんだというような心の声といいますか、心底の声

を聞かせていただきました。私が町内の方、歩くにつけても、決して楽なというような方
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はおられませんでした。今の状況は大変厳しいんだという方ばかりでございました。 

 今、町といたしましても、今までに新型コロナウイルス感染症対策の地方創生臨時交付

金を活用しまして、売上減の事業者の支援金やまた利子補給金、そして光熱水費の助成

等々も行なってきたところでございます。そして、町民皆ひとしく大変だというような状

況でもございましたので、それと併せて、町内にお金が回るということも考えまして、ベ

リーぐっどカードのポイント付与も支援を継続的にさせていただきました。 

 今回、本定例会におきましても、小規模事業者への光熱費の助成と併せまして、今、燃

料や農業資機材が高騰して農業者の方は大変でございます。そうしたことも考えまして、

畜産業をはじめとする農業者の方への助成を補正予算として計上させていただいていると

ころでございます。現状では、事業者の皆さんが必要な支援を切れ目なくやっていくこと

が大事だろうと思っております。 

 また、そうした中、町内外から議員の皆様方がいろいろと今定例会でも御助言、御支援

等々賜りました、大変注目を集めているデジタル田園健康特区事業が始まっております。

これには大変大きな期待がかかっており、今後様々な事業展開をしていこうと思っていま

す。その中で、キャッシュレス化の取組も行なっていくようになっております。これにつ

きましては、町内業者の、商工業者の方の結びつきがあって、ほぼ全ての町民が持ってい

るあのベリーぐっとカードの活用を商工会と連携をいたしまして、商工業の活性化につな

がる取組を共に研究、検討してまいりたいと考えております。 

 また、前回の議会でもありました吉備中央町高校生通学等の補助金交付規則でございま

す。これにつきましては、令和２年度に規則の改正を行いまして、それまでのバス通学費

の助成に加えまして電車通学費及び学生寮の費用、アパート等の賃貸費用の補助を拡充し

て行なった経緯がございます。バス、電車を利用した通学生につきましては、通学費用の

２分の１の額を今補助をしております。寮、アパート等につきましても、一月当たり

５，０００円を上限とはしておりますが、費用の２分の１の額を補助しているところでご

ざいます。 

 議員が御提案いただきました内容につきましては、本年度に実施をいたしました公共交

通網形成計画事業における子育て世帯等へのアンケート調査結果を踏まえ、来年度予算編

成に向けて準備を進めているところでございます。アンケート結果といたしましては、公

共交通機関の便数増加や運行時間の再編など、高校生の通学環境整備を求める声が多く寄

せられました。また、通学の不便さから、やりたい部活動が満足にできないというような
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ことや、寮やアパートからの通学を検討する方が大変多くおられたのも事実でございま

す。町といたしましては、バス、電車を利用する生徒と寮、アパートを利用する生徒との

保護者負担額の把握をしっかりとしまして、各通学方法における補助額の均衡を保ちつ

つ、交付上限額の見直しを今後図っていきたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ３番、山本洋平君。 

○３番（山本洋平君） 

 答弁をいただいて、デジタル田園健康特区を機会にということでありますが、先ほども

申しましたように、これが機会というわけではなく、継続的に様々なことを我々も知恵を

出してやっていきたいと思います。 

 私が一個提案できるとすれば、例えばスーパーシティ計画の当初のときには、エネルギ

ー自給というものもたしか入ってましたよね。当初の計画からは教育も外れて、エネルギ

ーも外れて、今はその計画自体が、せっかくあったものがなくなってしまったので、それ

を町独自で例えばどうにか着手ができるような方法はないか。自家発電したものを自家消

費することによって、様々な影響によるエネルギーの高騰に対応して、安心した、町民の

皆様に安価な電気の供給、もしくは、最初は公共施設等の電気代も今の電気代の高騰だけ

では相当な額になると思うんです。じゃ、それを賄った分をどうにか住民サービスのほう

に転嫁できないかと、何か方法があるんじゃないんかなと思うんです。 

 私もこれはすごく調べていることではありませんので、ただ、今、実績として我が町

は、自分ところでソーラー発電を一応設けて委託管理をしていただいているわけですが、

そういったことを先に、流動的に拡充していって、先々は、先日の首都移転シンポジウム

ですか、日本一安全な土地で、日本一安価な安定した電気料金で生活ができるというよう

なことでも、一つの移住・定住の柱になってくるんではないかと思います。長期的な視点

で見て、そういったことを、そんなのできるわけないわというようなことではなくて、研

究をしながら、実現できるタイミングができたらすぐにそれ取りかかれるような方法や姿

勢も必要なんじゃないかなと思いますんで、ぜひ御一考ください。 

 それと、はっきりした答えがいただけなかったんで、高校生、一応拡充をしていただけ

るというふうに私は捉えてはいるんですけど、その金額がどのようになるかというのは

３月にならないと分からないかもしれませんが、県内の近隣の市町村で最近ニュースにな

っていたのは、備前市なんかは市内にある高校の存続するために、制服代と定期代の一部
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を補助するというようなことがニュースになっていました。これは、備前市内にある高校

を守るということで、市のほうが積極的に、そこへ入学を決めた生徒さんに対して

４，３００万円の予算を組まれていたんですが、いや、太っ腹だなと思いながら、市内に

住む生徒には上限２０万円、市外からの生徒には上限１０万円を入学時に補助しますと。

あと、これはすごくびっくりしたニュースで、ほかにも備前市さんはもちろん通学の補助

等も行なっておるんですが、学校を守るということで、そこまで前のめりになって大胆な

補助金を打ったというのが衝撃的でございました。 

 あと奈義町さんとかは、これは高校に進学した時点で１人年額１３万５，０００円を

３年間を限度として支給しますと。これ、詳しいことはホームページに載っていなかった

んでお聞きはできなかったんですが、これが、じゃ、無条件で１３万５，０００円なの

か、何か定期代とか、そういったものに付随して増減があるのかは分かりませんが、でも

ここに、こういうふうに明記をしてあるということは、寮に入ろうが、通学をしようが、

この上限を超えなければ支給をするという、こういうことなのかと、これもまたすごく子

育て世帯には優しい政策だなと思いました。 

 町長の先ほどの答弁は、もうプラスのほうへ捉えて、３月の予算編成のときには、高校

生たちがいろんなところに巣立っていく後押しになるような金額が提示されるものとし

て、楽しみにしておきます。 

 もう、３時が来るんで切り上げようかなと思うんですが、最後に、今一般質問の中でも

どなたかおっしゃられていましたが、２２日に今度は子ども議会というものが開催され

て、我々は傍聴人として来させていただこうと思いますが、執行部の皆様は中学生たちの

真剣な質問にどんな答弁をされるのか、楽しみにしております。吉備中央町の宝物と言え

ば、町長は常々、我々も子供たちであるというふうに話をしておりますが、将来の町の担

い手である彼らに対してどのような答弁を、先ほどから、昨日の同僚議員からの一般質問

にありましたが、自分たちが大人になって住むときにわくわくするんじゃないんかという

ような町になるような答弁を２２日には期待をして、それが今後の町政にもしっかり生か

されるように、彼らが中学校になって質問したことは大人になったときにできていたとな

れば、彼らは自分の町にも誇りを持ちますし、どうぞ、その辺を考慮して、彼らの質問に

真摯に向き合っていただきたいなと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 
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 これで山本洋平君の一般質問を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第３、報告第１１号、請願審査報告についてを議題とします。 

 本請願については、総務産業常任委員長の報告を求めます。 

 総務産業常任委員長、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 それでは、請願審査の報告をいたします。 

 吉備中央町議会議長、難波武志殿。総務産業常任委員会委員長、山崎誠。 

 請願審査報告書。本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したの

で意見を付し、会議規則第９４条の規定により報告します。 

 審査月日、１１月１７日。請願番号、第１号。件名、津賀地区連合自治会会長戸田一郎

ほか１名からの広面地内産業廃棄物保管場所についてのお願い。 

 審査結果、趣旨採択。意見、趣旨に沿うよう努力されたい。 

 この審査の内容について少し説明をさせていただきます。 

 この請願は、９月の議会から継続審査をされておりました。内容は、廃棄物が堆積した

土地を町が取得し、将来にわたって地域住民の不安の解消を図っていただきたいというも

のであります。 

 これについては、９月から慎重に審査をしてまいりました。１１月２日には、全員で現

地を調査をいたしました。その結果、この土地を直ちに町が取得するということについ

て、現在、ごみが目通しで約８メートルくらい堆積しておりました。これを取得するとな

るとこのごみも一緒に取得すると、町の責任になるということでございます。したがいま

して、地元町民の要求も、安全な、あるいは安心する環境保全ということであれば、当

然、この土地がごみのない原状、元の状態に戻してこれを取得する。さらにこの土地につ

いて審査を進めますと、この土地については根抵当権という担保物件、担保としても設定

がありました。したがって、このごみの除去、抵当権の解消、そういうことの条件を整え

て町が買い取るべきだ。つまり、元の状態に戻して買い取るという方向で趣旨の採択とい

たしました。 

 ただ、これはこれだけで終わるのではなくて、このごみの撤去については大変重たい課

題があります。このごみの第一義的な責任は、それを置いてきた最初の企業にあります。
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それから、それを指導してきた県にもあります。新しい土地を取得した所有者にもありま

す。そのような関係者にごみの撤去を求めるということで、議会も汗をかく。そういう意

味で対策会議を設置して、この条件を整えて土地を買い戻すような方向で、これから努力

していきたいという意味で、趣旨の採択とさせていただきました。議員皆さんの御理解を

お願い賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 ただいまの委員長報告に対して御質疑はありませんか。 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 ただいま総務産業常任委員長から報告はいただきましたが、審査結果、趣旨採択。そし

て、ということは、満杯の賛成というんじゃなくて、一定の引っかかりが、引っかかると

いう言い方はあれですが、ある。その内容についても説明がありました。 

 そこで、それはそれで私も理解するところですが、ただ申し述べておきたいのは、原状

復帰、これは、一度は当時の所有者であった重井産業が約束しました。数か月の間に原状

復帰、整備し直すということだったんです。ところが、数か月がたってみても、ほとんど

上をなでた程度の整備しか進まなかった。改めて、１年前に津賀地区全体の住民の署名も

添えて改善を県に対して求めたところ、そのときにはそれなりに前向きな返事をしていた

のに、１年後の、今言ったその後、どういう返事だったかというと、県民局の担当課の課

長はここにはごみはありません。残っているのは有価物です。なるほど分別して一定の廃

材を再利用する。そうすると、ごみが飼料になる。そういうことを言いたかったんでしょ

うが、一瞬、唖然としたというのがそのときの状況でした。 

 さらに、今改めて議員の皆さんにも現場を見ていただきました。汚れているだけでなく

て、たまった産業廃棄物が次々と、まさに廃棄物が崩れ始めている。一番気になるのは、

大きなブロックで囲いをしているんですが、その一つがもう既に用水路へ落ち込んでいる

んです。そういう体ですので、悠長に何とかしましょうじゃなくて、執行部の判断も含め

て早急に解決する。なるほど、原状復帰までにはまだまだ、いろいろ課題があろうが、あ

の状態をさらに悪くさせないためにも、町が所有するということが優先されるのではない

かと。これが地元住民の願いなんだということを受け止めていただけたらと思います。ぜ

ひ、議会の皆さんも了解していただきたいし、執行部の皆さんにもぜひ御了解をお願いし

たいと思います。 
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 以上です、質問と要望を併せて。 

○議長（難波武志君） 

 答弁ありますか。 

 総務産業委員長、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これは委員会の皆さんも、今の質問者の要望については十分把握しておりますが、た

だ、今のままごみというか、向こうは保管物だと、保管していると言っているんですけど

も、それをそのまま受け取ると、町が公費を投入してそれを除去しなければいけない。そ

の費用も相当かかると思います。そういう意味では、あれは許可上は保管場所となってい

るんですけども、見た限り産業廃棄物、それを除去するということについてはそう簡単で

はありません、住民の要望を十分考えながら、先ほど、後段申し上げましたように、議会

内に対策会議をつくって、そのような住民要望に添うように、汗をかいて、お互いに執行

部、それから県にも働きかけて解決していきたいという思いで趣旨の採択をいたしました

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに、御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本請願については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、報告第１１号、請願審査報告については委員長の報告のと
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おり趣旨採択とすることに決定しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第４、報告第１２号、陳情審査報告についてを議題とします。 

 本陳情については、総務産業常任委員長の報告を求めます。 

 総務産業常任委員長、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 それでは、陳情報告をさせていただきます。 

 吉備中央町議会議長、難波武志殿。総務産業常任委員会委員長、山崎誠。 

 陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、下記のとおり決定したの

で意見を付し、会議規則第９５条の規定により報告します。 

 審査月日、１２月７日。陳情番号、第４号。件名、吉備中央町西 孝本真二ほか２人か

らの輸入飼料の高騰で経営悪化する畜産農家の早急な救済に関する陳情。 

 審査結果、趣旨採択。意見、趣旨に沿うよう努力されたい。 

 この審査の概要について少し説明をさせていただきたいと思います。 

 これは、まさに今起きている様々な原因によって飼料が高騰し、また一方で子牛の売渡

価格が暴落している。つまり、畜産農家にとっては売上げが減少し、飼料価格が高騰して

経費がかかる。まさに経営が逼迫する。農業立町の一翼を担う畜産業がまさに瀬戸際の危

機にある。これは委員、もう全員が共通の認識で審査をいたしました。 

 ただ、この陳情に運転資金として１頭当たり３万円の助成ということが書かれておりま

した。吉備中央町の現在、牛の頭数は乳牛、肉用牛合わせて２，６００頭強ございます。

そのような状況に鑑みて、財源措置をどうするか。そして、また今回補正で出ております

応援金ですけども、この金額は１頭２，０００円です。他の町村も比較検討いたしました

ら、近隣では１万円から２万円近い助成をしているところもございます。それに比べて

２，０００円というのは、農業立町としてはあまりにも低過ぎる。さらに、この畜産農家

の経営に、本当にこれだけの金額で寄与できるのかということで、いろいろ議論をいたし

ました。他の業種等々の均衡も考えながら、今回の補正で上がっている１頭当たり

２，０００円からさらに引き続いて助成を行うということを委員会では意見を集約し、趣

旨の採択、趣旨採択とさせていただきました。議員の皆さんには御理解を賜りたいと思い

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ただいまの委員長報告に対して御質疑ありませんか。 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 今の委員長からの報告ですが、９割方、私も納得をして聞かせてもらいました。だか

ら、ぜひ執行部のほう、今の頭数、１頭当たり２，０００円の支援、これではあまりにも

現状とかけ離れていると思いますのでということです。 

 ただ、質問の主な内容というより、ここの指摘はしておかんといかんなというふうに思

いましたので言います。 

 他の業種との比較というふうに言われました。確かに、今、酪農家だけ、畜産農家だけ

１頭３万円の支援をという内容だったと思うんですが、それは他の比較と言えば、うんと

いうように思えるところもあるかもしれません。しかし、吉備中央町はもう１０年来、米

農家に対してかなりの応援をしてきました。特にこの数年は低迷、米価がうんと下がっ

た。そのことで、今酪農家が直面しているような米農家の危機は救われています。なんで

すね。米農家の危機は救われています。これは、僕は事実だと思うんです。それに対し

て、酪農家、畜産農家が今、際立って窮地に追い込まれているんだから、せめて今の

２，０００円、昨日も私、一般質問でさせていただきましたが、町長を含めて

２，０００円では少しっていうのに対して、うなずいて同意されているようなことだった

んで、これは増額が期待できるというふうに思ったんですが、酪農家、畜産農家の窮地を

しっかり見て、うんと減った経営農家を何とかもうこれ以上減さないぞっていう意味の支

援をぜひお願いしたいということをお願いを持ちながら、そこの、この業種だけ特別とい

うんじゃなくて、もう既に始まっていることに釣合いを取って頑張っていってほしいとい

う意味のことをある意味では尋ねたいし、希望したいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 総務産業常任委員長、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 今、質問者の思いと同様でございます。委員の各位も、総務産業常任委員会の委員全員

も、本当に今、崩壊の危機にある畜産農家をどうするかということで真剣に議論いたしま
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した。執行部に、今、質問者が要望したように、委員会の報告の補足としても追加、今回

２，０００円ではあまりにも貧弱過ぎる。補正で上がっておりますが、さらに追加の補正

をぜひとも組んでいただきたいということを改めて答弁で申し上げて、議員皆さんの御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに、御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本陳情については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、報告第１２号、陳情審査報告については委員長の報告のと

おり趣旨採択とすることに決定しました。 

 これをもちまして本日の日程は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 明日１２月１７日から１２月２０日までの４日間休会としたいと思います。御異議あり

ませんか。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 異議なしと認めます。したがって、１２月１７日から１２月２０日までの４日間休会と

することに決定しました。 

 本日はこれにて散会とします。 
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 御苦労さまでした。 

            午後 ３時２１分  閉 議 


